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はじめに 

 

近年、少子・高齢社会を迎えるとともに、家庭や地

域の相互扶助機能が低下しているなか、子どもや高齢

者、障がい者が健康で安心して暮らしていけるよう、

地域福祉をどのように展開し進めていくかが急務と

なっております。 

こうした状況の中、地域福祉を進めるにあたっては、

希薄化した地域での相互扶助機能を見直し、誰もが住

み慣れた地域で安全で安心した暮らしができるように、支え合いのまちづくりが求め

られております。 

現在、当市では、社会状況の変化や新たな課題に対応するため、「第５期高齢者福

祉計画・介護保険事業計画」、「第３期障がい者福祉計画」、「次世代育成支援行動計画

（後期計画）」、「健康づくり計画」の４計画を策定しております。今回の「第２次太

田市地域福祉計画・地域福祉活動計画」策定により、多様な福祉事業を有機的に結合

する総合計画としております。 

 これからの地域福祉は、市民・サービス利用者やボランティア・福祉関係事業者・

行政が協働し市民一人ひとりを主体として互いに支え合う地域社会を目指す必要が

あります。 

 このため、本市では、市と社会福祉協議会が連携、協働して、できる限り多くの市

民の皆様からご意見をいただきながら、市の地域福祉計画及び社会福祉協議会の地域

福祉活動計画を一体的に策定いたしました。保健・医療・福祉分野の『自助、共助、

互助、公助』の連携を強化し、地域全体・地域主体の福祉のまちづくりをすすめるた

め、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 むすびに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただき、貴重なご意見をいただ

きました地域福祉計画策定委員会委員をはじめ、アンケート調査等にご協力いただき

ました市民の皆様並びに関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成２５年 ３月 

 
 

太田市長  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ごあいさつ 

 

近年の少子高齢化の急速な進展、近隣との結びつ

きや地域社会との関わりの希薄化、個人情報への配

慮などにより、地域福祉を取りまく社会環境は大き

く変化し、福祉ニーズはますます複雑、多様化の一

途をたどっております。 

このため、社会福祉法において地域福祉の推進役

として位置付けられた社会福祉協議会では、子供か

らお年寄りまで、障がいの有無にかかわらず、人と

人との繋がりを大切にした取り組みを展開し、行政をはじめ、区長会、民生児童委員

協議会、地区社会福祉協議会、NPO 法人、ボランティア団体など、真剣に地域福祉

を考えていただける方々と協働し、地域の福祉力を一層高めてまいる所存であります。 

そこで、平成１９年度に策定した第１次計画の成果や課題を受け継ぎ、多様化する

福祉ニーズに対応するため、「みんなで創ろう 笑顔で暮らせるまち おおた」を基

本理念として、平成２５年度から平成２９年度までの５か年間を期間とし、地域住民

や地域福祉に関わる団体などが実践する具体的な活動内容を踏まえた第２次地域福

祉活動計画を策定いたしました。 

今後の計画実現に向け、市民の皆様と地域福祉に関わるあらゆる団体と連携して進

めてまいりたいと考えておりますので、さらなるご協力とご参加をお願い申し上げま

す。 

最後に、本計画の策定にあたり貴重なご意見と多大なご協力を賜りました策定委員の

皆様をはじめ、アンケートにご協力をいただきました市民の皆様に心より感謝とお礼

を申し上げます。 

 

 

平成２５年 ３月 

 
 

社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 

会長 相澤 邦衛 
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

少子化・高齢化の進行に加え、核家族化の進行や個人のライフスタイルの多様化等により、

家庭や地域でお互いに支え合う機能が弱まり、地域住民相互の社会的なつながりも希薄化す

る傾向が全国的にみられます。また、これらの地域社会の状況の変化や近年の深刻な経済不

況等により、高齢者や障がい者、子育て家庭などの生活上の支援を要する人々は一層厳しい

状況に置かれています。また、生活不安とストレスが増大しているため自殺者の増加や配偶

者や高齢者、幼児・児童への虐待、いわゆる老老介護による介護疲れなど、新たな社会問題

も発生しています。 

こうした中、近年、個々が抱える生活課題や問題は増大・多様化しており、措置制度に代

表されるかつての行政による一方的なサービス提供だけではきめ細かな対応が困難であり、

自助・共助等それぞれの互いの努力を基に福祉機能や相互扶助機能を充実させ、行政による

福祉施策の充実とともに住民主体の様々な福祉活動を地域で展開することが必要となってい

ます。 

このため、国では、平成12年 6月に社会福祉事業法を社会福祉法に改正し、この法の目

的の一つとして｢地域福祉の推進｣を掲げ、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会にお

いては、社会福祉の理念を、｢個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で障がいの

有無や年齢にかかわらず、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立支援する｣ことと

し、社会福祉の基礎となるのは、他人を思いやり、お互いを支え、助け合おうとする精神で

あるとしています。 

本市では、こうした社会背景の中、地域においてそれぞれの福祉課題を解決するため、市

民が自ら行動し、関係機関・団体、事業者、行政などあらゆる主体とともに地域全体で福祉

社会を支えるための新たな社会システムの形成を目指して、平成20年3月に｢太田市地域福

祉計画｣を策定しました。また、これと同時に、太田市社会福祉協議会では、地域福祉の中

核としての役割を担うとともに多様な団体・組織、地域と協働しながら地域福祉を推進する

ため、｢おおたスマイルプラン（太田市地域福祉活動計画）｣を策定しました。 

これらの計画期間が平成 24 年度をもって終了するため、計画の見直しを行い、保健・医

療・福祉分野計画の『自助、共助・互助、公助』の連携を強化し、地域全体・地域主体の福

祉のまちづくりを進めるため、新たに｢太田市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画｣を策

定したものです。 

 

 

 



総論 第１章 計画策定にあたって 

2 

（社会福祉法（平成12年 6月改正）より抜粋） 

（目的） 

第 1 条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉

を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉

（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及

び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とす

る。 

（福祉サービスの基本的理念） 

第３条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身と

もに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支

援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、

相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営

み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の

推進に努めなければならない。 

 

 

●地域福祉の考え方 ～増大する地域課題に対応する取り組み～ 

 

核家族化、ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯の増加
（家庭の福祉力等相互扶助機能の低下）

地域住民相互の社会的なつながりの希薄化

少子化・高齢化、成長型社会の終焉、産業の空洞化、
長引く経済不況等

年金・医療・介護・障害福祉等
（社会福祉財政の増大）

生活不安とストレスの増大、自殺やホームレス、
家庭内暴力、虐待、引きこもり、孤立死など新たな社会問題

福祉は行政が行う
福祉は特定の人の問題　等

行政の福祉施策の充実とともに、
市民主体の活動（受け身から推進役への
転換）が必要

様々な問題を解決するには・・・

様々な地域の課題
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２ 計画の位置づけと性格 

（１）地域福祉計画 

地域福祉計画は、平成 12 年 6 月に改正された社会福祉法第 107 条の規定に基づいた

「市町村地域福祉計画」として位置づけられ、平成19年及び平成22年の国通知により、

要援護者の支援方策や高齢者の孤立防止対策等を盛り込んだものとします。 

また、新生太田総合計画を上位計画とし、保健・医療・福祉に関する分野別計画の地域

福祉に関する事項を具体化するものです。 

このため、現在市において推進している保健・医療・福祉に関する各計画と整合性を図

り、共通の理念に基づき、市民と多くの関係機関との協働により、市民の誰もが住み慣れ

た地域の中で、安心して充実した生活を送ることのできる地域社会を築くこと、即ち、地

域福祉の推進の指針として位置づけます。 

 

社会福祉法（平成12年6月改正）より抜粋 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する

事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を

策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経

営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ず

るとともに、その内容を公表するものとする。 

1．地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

2．地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

3．地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 
平成19年国通知関係規定  社援発第0810001号 

｢市町村地域福祉計画の策定について」（抜粋） 

 

「要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」 

１．要援護者の把握に関する事項 

２．要援護者情報の共有に関する事項 

（１）関係機関間の情報共有方法 

（２）情報の更新 

３．要援護者の支援に関する事項 

（１）日常的な見守り活動や助け合い活動の推進方策 

（２）緊急対応に備えた役割分担と連絡体制づくり 
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平成 22年国通知関係規定  社援地発第0813第 1号 

｢市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定及び見直し等について」（抜粋） 

１．市町村地域福祉計画の策定等について 

（２）市町村地域福祉計画を策定済みの市町村について 

既に市町村地域福祉計画を策定済みの市町村については、当該計画の内容について、高齢

者等の孤立の防止や所在不明問題を踏まえた対応に当たり有効な計画内容となっているか等

について点検し、必要に応じて計画の見直しを行う等の対策を講じるよう支援・働きかけを

お願いする。 

 

新生太田総合計画

●地域福祉計画

　○次世代育成支援行動計画

　○高齢者福祉計画・介護保険事業計画

　○障がい者福祉計画・障がい福祉計画

　○健康増進計画

その他の計画
・地域防災計画
・男女共同参画基本計画　等

●地域福祉活動計画

　太田市の計画　

　太田市社会福祉協議会の計画　

連携
（一体的に策定）

分
野
別
計
画

太田市まちづくり基本条例

地域福祉を推進する
共通理念
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（２）地域福祉活動計画 

地域福祉活動計画は、社会福祉協議会が主体となって地域住民、地域において社会福祉

に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者等が協

働して地域福祉を推進することを目的とした民間の活動・行動計画です。 

 

社会福祉協議会について 

社会福祉協議会は社会福祉法第 109 条に規定され、社会福祉を目的とする事業を経営する者及

び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、以下の事業を行うことにより地域福祉の推進を図るこ

とを目的とした団体です。 

 

○社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

○社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

○社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

○社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

 

 

（３）地域福祉計画と地域福祉活動計画との関係 

地域福祉を計画的・効果的に展開するためには、地域住民による福祉活動、民間の福祉

サービス機関・団体等による活動、行政等による公的な福祉サービスが一体となり、包括

的に支援していく仕組みづくりが必要です。 

このため、市では行政の地域福祉に係る具体的な方向性や施策を示す「地域福祉計画」

と地域住民や地域福祉に関わる住民組織などが実践する具体的な活動内容を定める「地域

福祉活動計画」を一体的に策定し、自助、共助・互助、公助の連携体制の充実を目指し、

地域において支援が必要な人の日常生活を支えるための体制づくり“地域福祉社会の実

現”を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉計画 

（市の事業計画） 

地域福祉活動計画 

（民間の活動計画） 
公的な支援による 

民間活動 

民間活動の 

基盤整備 

公民協働の取り組み 

地域、地域福祉活動団体等 

との公民協働の仕組み 

民間相互の協働の仕組み 

公民一体となった地域における福祉課題の解決
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３ 計画の期間 

計画の期間は、平成25年度から平成29年度までの5年間とします。 

 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

太田市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画

平成24年度

調　査
見直し

調　査
見直し

新生太田総合計画 第２次総合計画へ

第３次計画へ

平成30年度

第１次計画

 

４ 計画の策定手法 

この計画を地域の実情にあった、より具体的なものにするためには、地域住民自らが抱え

る生活課題や福祉課題、地域における身近な問題を明らかにすることが必要です。また、地

域福祉を効果的に推進するためには、保健、福祉分野、生活分野まで幅広い対応が必要であ

り、市においても社会福祉協議会等と連携した、全庁的な取り組みが必要になります。 

この計画の策定にあたっては、市民の実態を把握し、市民の視点を取り入れることから全

庁的な施策の検討まで、次の体制により計画策定に取り組みました。 

 

●市民意識調査の実施 

●庁内検討委員会の設置 

●策定委員会の設置 

●パブリックコメントの実施 
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第２章 太田市の現状 

 

１ 少子化・高齢化の進行 

市の総人口は、平成 20 年から平成 24 年にかけてやや増加傾向で推移し、平成 24 年 4

月 1日現在では220,121人となっています。 

年齢 3 区分別の人口構成は、年少人口（0～14 歳）及び生産年齢人口（15～64 歳）の

割合が減少傾向の中、平成 24 年の高齢化率（総人口に占める 65 歳以上人口の割合）は

20.8％と、平成20年に比べ2.6ポイント増加し、少子化・高齢化が進行していることがわ

かります。 

 

■総人口と 1世帯あたり人口 

2.64  2.62  2.60  2.58  2.55 

218,981 219,885 219,789 219,753 220,121

2.00 

2.20 

2.40 

2.60 

2.80 

3.00 

3.20 

3.40 

200,000

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

H20年 H21年 H22年 H23年 H24年

（人/世帯）（人）

1世帯あたり人口 総人口

 

 

■年齢構成（年齢 3区分別） 

15.4% 15.5% 15.4% 15.3% 15.2%

66.4% 65.6% 65.1% 64.7% 64.0%

18.2% 19.0% 19.6% 20.0% 20.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H20年 H21年 H22年 H23年 H24年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

 

資料：住民基本台帳人口、外国人含む（各年 4月 1日現在） 
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市の平成24年4月1日現在の人口ピラミッドをみると、年少人口が少なく将来の人口減

少が予測される「つぼ型」となっています。年齢階層別の人口規模では「35～44歳」の“第

二次ベビーブーム世代”及び「60歳～64歳」のいわゆる“団塊の世代”の人口がいずれも

多くなっています。 

 

■人口ピラミッド（平成 24 年 4 月 1日現在） 

5,625
5,685
5,840
5,571

6,024
6,693

8,153
9,503
9,142

6,998
5,940

6,536
8,958

7,186
5,444

3,812
2,289

1,181
363

93
8

02,0004,0006,0008,00010,000

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～94
95～99
100歳以上

（人）

男性（計：111,044）

 

資料：住民基本台帳人口、外国人含む（平成 24 年 4月 1日現在） 

 

市の合計特殊出生率は、平成 18 年から平成 23 年にかけて増加しており、平成 23 年の

合計特殊出生率は 1.61 となっています。群馬県や全国と比較すると、市の合計特殊出生率

は、群馬県値及び全国値を上回って推移していますが、依然として人口置換水準を大きく下

回る少子化の状況が続いています。 

 

 

 

 

合計特殊出生率：合計特殊出生率とは、その年次の 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人

の女性が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むと仮定したときの子どもの数に相当します。 

 

人口置換水準：長期的に人口が安定的に維持される合計特殊出生率の水準を｢人口置換水準｣といいます。この水

準を下回ると人口が減少することになり、人口学の世界では、この水準を相当期間下回っている状況を｢少子化｣

と定義している。標準的な水準は2.1前後、近年の日本における値は2.07～2.08であるが、男女の出生性比等の

違いによって変動します。人口置換水準については、国立社会保障・人口問題研究所で毎年作成しており、最新

の値は、2010 年の 2.07 となっています。 

5,189
5,581
5,518

5,140
5,080

5,779
7,008

8,753
8,275

6,247
5,477

6,525
9,113

7,252
5,704

4,545
3,605

2,602
1,269

373
42

0 5,000 10,000

女性（計：109,077）
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■合計特殊出生率 

1.48

1.57

1.66

1.59 1.57
1.61

1.36 1.36
1.40 1.38

1.46
1.41

1.32 1.34
1.37 1.37 1.39 1.39

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年

（合計特殊出生率）

太田市 群馬県 全国

 

資料：群馬県保健福祉統計 

 

高齢化や核家族化は今後も進行すると予測され、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の

増加により、日常的な支援が必要とする方も増加することが懸念されます。また、長引く経

済不況や核家族化の進行により、共働き世帯が増加し、育児への支援や子どもの健全育成の

必要性が増加すると予測されます。 
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２ 要介護認定者数の推移 

市の第 1 号被保険者（65 歳以上）の要支援・要介護認定者数の推移は、平成 21 年から

平成24年にかけて増加傾向にあります。平成24年の認定者数は6,806人で、平成20年

に比べ806人の増加となっています。 

また、要介護認定率（第 1 号被保険者に占める要支援・要介護認定者の割合）は、平成

21年から平成23年にかけて15％前後の推移と、ほぼ一定の割合となっています。 

今後も高齢化の進行により、要介護等認定者数は増加すると予測されます。 

 

■要介護等認定者数、要介護認定率（第１号被保険者） 

403 386 499 622 707
825 842 776 757 770
971 958 1,095 1,149 1,240

1,222 1,248 1,206 1,253 1,277
1,002 1,089 1,107 1,068 1,074
881 880 861 882 913696 689 766 811 8256,000 6,092 6,310 6,542 6,806

15.1% 14.7% 14.7% 15.0% 14.9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

（認定率）（人）

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

認定率

 

資料：介護サービス課（各年 3月末現在） 

 

３ 障害者手帳所持者数の推移 

市の身体障害者手帳所持者数は、平成 20 年から平成 24 年にかけてやや増加傾向で推移

し、平成24年では、平成20年に比べ547人増加の6,513人となっています。 

療育手帳所持者数及び精神障害者保健福祉手帳所持者数においても、同様にやや増加傾向

となっており、平成24年では、療育手帳所持者が1,340人、精神障害者保健福祉手帳所持

者が788人となっています。 

平成24年4月1日現在の総人口に占める各障害者手帳所持者数の割合をみると、身体障

害者手帳で3.0％、療育手帳で0.6％、精神障害者保健福祉手帳で0.4％となっています。 
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■障害者手帳所持者数（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳） 

5,966 6,221 6,345 6,469 6,513

1,116 1,173 1,225 1,284 1,340

635 654 740 782 7880

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H20年 H21年 H22年 H23年 H24年

（人）

身体障害者手帳 療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

 

資料：障がい福祉課（各年 3月末現在） 

 

４ 日常的な関わりの必要性のある人の増加 

市の高齢者単身世帯の推移は、平成17年から平成22年にかけて1,390世帯増加してい

ます。平成 22 年では、総世帯数に占める高齢者単身世帯の割合が 1.5 ポイント増加し、

6.4％となっています。高齢者夫婦のみの世帯も同様に増加し、平成 22 年では総世帯数に

占める割合が7.2％と、高齢者単身世帯を含めると13.6％となっています。 

 

 H17 年 H22 年 

世帯数 構成比 世帯数 構成比 

総世帯数 77,476 100.0% 81,317 100.0% 

65 歳以上の高齢者がいる世帯 24,264 31.3% 28,717 35.3% 

 高齢者単身世帯 3,832 4.9% 5,222 6.4% 

 高齢者夫婦のみ世帯 4,396 5.7% 5,881 7.2% 

 その他世帯 16,036 20.7% 17,614 21.7% 

高齢者のいない世帯 53,212 68.7% 52,600 64.7% 

資料：国勢調査 

 

 

 

 



総論 第２章 太田市の現状 

12 

５ 市民意識調査からみえる課題 

第２次太田市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定にあたって、地域福祉に関する市民

の実態や意識、要望・意見などを把握し、計画策定の基礎資料を得ることを目的として、平

成24年 12月に市民意識調査を実施しました。 

 

区  分 配布数 有効回収数 有効回収率 

市内在住の 18 歳以上の男女 2,000 779 39.0％ 

 

（１）回答者の属性 

市民意識調査の回答者は、「男性」が38.4％、「女性」が60.7％と、女性の回答者数

が多くなっています。また、年齢構成は、「60歳代」の割合が25.0％と最も高く、次い

で「40歳代」が18.1％、「70歳代」が16.8％と続いています。 

 

■性別 

男性(N=299), 
38.4%

女性(N=473), 
60.7%

無回答(N=7), 
0.9%

 

■年齢構成 

7.7%

16.2%

18.1%

13.9%

25.0%

16.8%

1.4%

0.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

18～20歳代（N=60）

30歳代（N=126）

40歳代（N=141）

50歳代（N=108）

60歳代（N=195）

70歳代（N=131）

80歳以上（N=11）

無回答（N=7）
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（２）地域における連帯感 

回答者の居住年数は、21年以上が58.2％と過半数を占めています。近所付き合いの程

度を年代別にみると、年代が上がるほど「非常に親しく付き合っている」「親しく付き合っ

ている」の割合が増し、70歳以上では5割を超えています。 

また、地域の人との関わりについては、各年代ともに「隣近所との付き合いや助け合い

は大切にしたい」の割合が5割を超え高くなっています。 

「隣近所との付き合いや助け合いは大切にしたい」など、地域の人との関わりを深めた

いと感じている人が各年代とも多い中、実際の近所付き合いでは、若年層においてやや希

薄化している様子がうかがえます。 

 

■居住年数 

3.9%

2.8%

7.8%

10.8%

16.0%

58.2%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80%

１年未満

１～２年未満

２～５年未満

５～１０年未満

１０～２０年未満

２１年以上

無回答

N=779

 
 

■近所付き合いの程度 

0.5%

1.8%

7.0%

14.0%

27.7%

50.0%

72.6%

64.2%

36.6%

12.4%

5.4%

4.2%

0.5%

0.9%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～39歳
（N=186）

40～69歳
（N=444）

70歳以上
（N=142）

非常に親しく付き合っている 親しく付き合っている

あいさつをする程度の付き合い 付き合いは、ほとんどない

無回答
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■地域の人との関わり 

1.1%

0.9%

5.6%

58.1%

67.3%

63.4%

10.8%

8.6%

7.7%

11.3%

12.8%

12.7%

1.6%

2.0%

2.8%

10.2%

5.6%

3.5%

4.8%

1.6%

1.4%

2.2%

1.1%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18～39歳
（N=186）

40～69歳
（N=444）

70歳以上
（N=142）

心から打ち解けられる関係を築きたい

隣近所との付き合いや助け合いは大切にしたい

地域の人と協力し合い、地域をよくする活動に取り組みたい

隣近所など地域の人には期待しないで、自分のことは自分で行う

隣近所など地域の人との関わりを持ちたくない

隣近所など地域の人との関わりについて興味がない

その他

無回答

 

 

 

（３）行政区等の活動への参加について 

行政区等の活動への参加状況は、年代が上がるほど「よく参加している」「ある程度参加

している」の割合が増し、18～39歳では3割弱で、70歳以上では6割を超えています。 

また、活動に参加しない理由では、「仕事や家事・介護・育児など、他にやることがあ

って忙しいから」の割合が39.2％と最も高く、次いで「自分の趣味や余暇活動を優先した

いから」が21.3％、「参加したいが、何を、いつ、どこでやっているのかわからないから」

「行事や活動の内容に興味や関心がなく、参加したいと思わないから」がいずれも15.9％

と続いています。 
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■行政区等の活動の参加状況 

4.3%

9.2%

21.1%

21.5%

41.9%

40.8%

21.5%

27.5%

22.5%

51.6%

18.5%

14.1%

1.1%

2.9%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～39歳
（N=186）

40～69歳
（N=444）

70歳以上
（N=142）

よく参加している

ある程度参加している

あまり参加していない

ほとんど、あるいはまったく参加していない

無回答

 

 

■行政区等の活動に参加していない理由 

15.9%

6.6%

2.0%

11.4%

12.9%

39.2%

15.9%

21.3%

9.9%

10.1%

4.8%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

参加したいが、何を、いつ、どこでやっているのかわからないから

参加したいが、病気や障がいなど身体的な理由で、参加しづらいから

参加したいが、その場所に行く方法や交通手段がないから

参加したいが、一人で参加するのは心細いから

役員などになっていないから

仕事や家事・介護・育児など、他にやることがあって忙しいから

行事や活動の内容に興味や関心がなく、参加したいと思わないから

自分の趣味や余暇活動を優先したいから

付き合いがわずらわしいから

その他

わからない

無回答 N=395
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（４）地域活動の参加状況 

地域活動への参加状況をみると、これまでの参加経験では、「自治会・行政関係」の割

合が23.0％、「環境美化関係」が21.4％とこれらの活動に参加する割合が比較的高くな

っています。今後の参加意向では、「自治会・行政関係」以外の分野で、参加意向の割合

が参加経験を上回っており、特に「環境美化関係」や「高齢者関係」の参加意向の割合が

高くなっています。 

 

■地域活動への参加経験及び参加意向 

6.4%

0.4%

3.7%

1.4%

3.6%

21.4%

23.0%

3.0%

47.5%

5.8%

14.5%

4.6%

9.9%

7.2%

7.3%

25.4%

7.7%

5.4%

31.6%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

高齢者関係

障がい者関係

子育て関係

保健・医療関係

青少年関係

環境美化関係

自治会・行政関係

その他

参加していない

無回答

参加経験（N=779）

参加意向（N=779）
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（５）地域における支え合い 

ひとり暮らしの高齢者や介護をしている家族、子育て家庭など、支援を必要としている

方への支援としては、「支援をしたいが、自分のことで精一杯でその余裕がない」の割合

が34.4％と最も高く、次いで「近所に住む者として、できる範囲で支援したい」が28.1％、

「支援をしたいが、何をすればいいのかわからない」が12.3％と続いています。 

また、支援の方法としては、「見守りや安否確認の声かけ」の割合が53.3％と最も高く、

次いで「災害時の手助け」が28.1％、「お年寄りの話し相手」が25.2％と続いています。 

 

■支援を必要としている方への支援 

28.1%

12.3%

34.4%

1.8%

7.6%

3.0%

10.4%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40%

近所に住む者として、できる範囲で支援したい

支援をしたいが、何をすればいいのかわからない

支援をしたいが、自分のことで精一杯でその余裕がない

支援は市役所などがやる仕事なので、近所の者がしなくてもよい

余計なお世話になってしまうので、支援はしない

その他

わからない

無回答 N=779

 
 

■手助けの方法 

53.3%

25.2%

17.5%

4.6%

5.3%

6.8%

11.9%

28.1%

12.2%

3.0%

14.8%

2.4%

0% 20% 40% 60%

見守りや安否確認の声かけ

お年寄りの話し相手

買い物の手伝い

家事、雪かきの手伝い等

お弁当の配食

通院などの外出の手伝い

短時間の子どもの預かり

災害時の手助け

悩み事の相談相手

その他

特にない

無回答 N=779
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住民相互の自主的な協力関係の必要性については、「協力関係は必要であると思う」の

割合が 7割を超えているのに対し、「協力関係は必要と思わない」が数パーセントと、協

力関係の必要性は高くなっています。 

さらに、支え合う地域づくりを進めるために必要なことについては、「地域の人々が知

り合い、触れ合う機会を増やすこと」の割合が55.2％と最も高く、次いで「同じ立場にあ

る人同士が力を合わせること」が28.9％、「支え合う地域づくりに関する情報の提供や意

識啓発をすること」が24.5％と続いています。 

 

■自主的な協力関係の必要性 

76.3%

3.0%

19.4% 1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=779

協力関係は必要だと思う 協力関係は必要と思わない わからない 無回答

 
 
■支え合う地域づくりを進めるために必要なこと 

55.2%

28.9%

24.5%

14.6%

13.9%

1.2%

14.9%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと

同じ立場にある人同士が力を合わせること

支え合う地域づくりに関する情報の提供や意識啓発をすること

地域の区、町内会等の活動や地区社会福祉協議会、

ボランティア活動への参加を促すこと

地域で活動する様々な団体相互の交流を進めること

その他

わからない

無回答 N=779
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（６）日常生活上の不安や悩みについて 

日常生活上の不安や悩みについては、「自分や家族の健康のこと」「自分や家族の老後の

こと」の割合がいずれも5割を超え高くなっています。「介護の問題」「経済的な問題」「災

害時の備えに関すること」の割合についても2割以上と比較的高くなっています。 

 

■日常生活上の不安や悩み 

60.1%

52.1%

9.1%

15.4%

28.6%

38.8%

6.8%

12.3%

7.7%

20.3%

1.8%

2.1%

5.3%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自分や家族の健康のこと

自分や家族の老後のこと

生きがいに関すること

子育てに関すること

介護の問題

経済的な問題

隣近所との関係

住宅のこと

地域の治安のこと

災害時の備えに関すること

人権問題に関すること

その他

悩みや不安はない

無回答
N=779

 

 

（７）社会福祉協議会 

社会福祉協議会の認知度は、「名前も活動の内容もよく知っている」が10.7％、「名前

は聞いたことがあるが、活動の内容はよく知らない」が52.0％と、「名前も活動内容もよ

く知らない」の33.9％に比べ高くなっています。 

 

■認知度 

名前も活動の内容もよ

く知っている, 10.7%

名前は聞いたことがあ

るが、活動の内容はよ

く知らない, 52.0%

名前も活動の内容もよ

く知らない, 33.9%

無回答, 3.5%
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社会福祉協議会で実施している主な事業の認知度や利用度をみると、認知度については、

「地区社協の育成・援助」「ボランティア活動支援」「各種サロン事業」「福祉車両・車椅子

貸し出し」「児童館の運営」「共同募金・歳末たすけあい募金」についてはいずれも 2割を

超え比較的高くなっています。また、利用度については、「児童館の運営」「共同募金・歳

末たすけあい募金」「スワンベーカリー」「尾島健康福祉増進センター運営」がそれぞれ 1

割から2割程度と比較的高くなっています。 

 

■事業の利用について 

21.2%

16.2%

15.9%

13.6%

22.7%

12.3%

12.1%

18.7%

23.9%

24.4%

20.7%

19.8%

23.4%

16.6%

22.3%

10.0%

16.6%

14.5%

18.4%

19.0%

15.8%

8.1%

5.5%

6.9%

4.5%

9.4%

5.4%

5.8%

11.4%

10.9%

14.5%

13.6%

15.9%

9.8%

8.3%

17.2%

4.0%

8.3%

5.8%

8.9%

10.4%

6.3%

1.0%

2.1%

1.3%

0.9%

2.1%

1.3%

1.4%

1.5%

5.3%

3.1%

10.9%

2.2%

2.3%

2.1%

14.1%

0.9%

22.0%

1.4%

6.2%

10.7%

3.1%

69.7%

76.3%

75.9%

81.0%

65.9%

81.0%

80.7%

68.3%

59.9%

58.0%

54.8%

62.1%

64.6%

73.0%

46.3%

85.1%

53.1%

78.3%

66.6%

59.9%

74.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．地区社協の育成・援助

２．社会福祉大会

３．日常生活自立支援事業

４．住民支え合いネットワーク事業

５．ボランティア活動支援

６．資金貸付事業（小口生活資金・生活福祉資金）

７．友愛訪問事業

８．給食サービス

９．各種サロン事業（いきいき・子育て・障がい者）

10．福祉車両・車椅子貸し出し

11．児童館の運営（九合・沢野・他７ヶ所）

12．放課後児童クラブ（鳥之郷・毛里田・木崎）

13．各種福祉相談（無料法律・心配ごと・専門相談）

14．職業紹介事業（高齢者無料職業紹介所・福祉人材バンク）

15．共同募金・歳末たすけあい募金

16．善意銀行

17．スワンベーカリー

18．屋内ゲートボール場（すぱーく太田）

19．新田福祉総合ｾﾝﾀｰ（ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田）運営

20．尾島健康福祉増進ｾﾝﾀｰ（利根の湯）運営

21．福祉ふれあいｽﾎﾟｰﾂ大会・ふれあい部門の開催

聞いたことがある 内容がだいたいわかる 利用したことがある 無回答
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（８）民生児童委員 

地区の民生児童委員の認知度は、「知っている」が37.6％に対し、「知らない」が60.1％

と「知らない」割合が上回っています。 

また、民生児童委員の活動内容の認知度では、「高齢者など支援が必要な人への訪問」

の割合が5割を超え高く、「日常生活の悩みや心配ごとの相談」「子どもに関する相談」の

相談活動についても3割前後と比較的高くなっています。 

 

■認知度 

知っている, 
37.6%

知らない, 
60.1%

無回答, 
2.3%

N=779
 

 

■活動内容の認知度 

30.9%

23.1%

51.9%

27.2%

17.5%

26.8%

3.7%

0% 20% 40% 60%

日常生活の悩みや心配ごとの相談

福祉に関する情報の提供

高齢者など支援が必要な人への訪問

子どもに関する相談

関係行政機関の依頼による各種調査

いずれも知らない

無回答 N=779

 

 

 

（９）ボランティアや NPO活動への参加について 

ボランティアやNPO法人の活動への参加状況をみると、これまでの参加経験では、「環

境美化に関する活動」「地域の行事のお手伝い」の割合がいずれも2割を超え高くなってい

ます。今後の参加意向では、「高齢者に関する活動」「環境美化に関する活動」「災害時の

救援などに関する活動」「地域の行事のお手伝い」の割合が2割前後と高くなっています。 
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■ボランティア、ＮＰＯ法人活動の参加状況 

8.9%

4.5%

4.9%

4.4%

5.4%

18.5%

1.8%

2.7%

3.3%

24.8%

1.4%

50.7%

5.6%

17.8%

7.3%

11.9%

6.9%

5.6%

21.7%

7.8%

5.5%

17.8%

27.5%

5.4%

23.7%

6.8%

0% 20% 40% 60%

高齢者に関する活動

障がいのある人に関する活動

子育てに関する活動

保健医療に関する活動

青少年に関する活動

環境美化に関する活動

福祉のまちづくりに関する活動

国際交流に関する活動

災害時の救援などに関する活動

地域の行事のお手伝い

その他

参加した経験はない

無回答

参加経験（N=779）

参加意向（N=779）

 

 

（１０）災害時の対応 

災害時の自力での避難の状況は、「助けは必要ない（自力で避難できる）」「家族など親

族の助けにより避難できる」の合計割合が 7割程度となっている中、「家族などが近くに

いないので、近所の方などの手助けが必要」の割合も1割となっています。 

また、避難できる人のうち、災害時に高齢者や障がいのある人、子どもなど支援が必要

な人に対して手助けができるかについては、「はい」の割合が約 7割と高い中、「わから

ない」と回答した方も約2割となっています。 

 

■災害時の自力避難 

33.9%

37.1%

10.0%

14.8%

1.0%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40%

助けは必要ない（自力で避難できる）

家族など親族の助けにより避難できる

家族などが近くにいないので、近所の方などの手助けが必要

わからない

その他

無回答 N=779
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■災害時における支援ができるかについて 

はい, 68.5%

いいえ, 
2.8%

わからない, 
22.1%

無回答, 
6.6%

N=289

 

 

（１１）住みやすいまちについて 

住まいの地区について、それぞれの分野においての住みやすさを訪ねたところ、「②子

育てしやすいまち」では、「そう思う（「そう思う」と「どちらかと言えばそう思う」の合

計」の割合が約6割と、他の分野に比べ高くなっています。 

8.6%

14.4%

7.1%

4.1%

36.7%

45.2%

32.2%

18.2%

17.6%

7.7%

16.3%

18.4%

12.2%

6.3%

14.8%

17.6%

16.8%

18.2%

22.1%

32.7%

8.1%

8.2%

7.6%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①地域（地区）の連帯感がある

②子育てしやすいまちである

③高齢者が住みやすいまちである

④障がい者が住みやすいまちである

そう思う どちらかと言えばそう思う

どちらかと言えばそう思わない そう思わない

わからない 無回答
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（１２）市民意識調査結果からみえる課題等 

 

●助け合う気持ちを生かした取り組み 

近所付き合いでは、「非常に親しい付き合い」から「あいさつする程度の付き合い」ま

で含めると、すべての年代において約9割と高くなっています。 

また、地域との関わりでは、「付き合いや助け合いを大切にしたい」という意識は高く、

今後は、あいさつ運動から一歩踏み出した地域間のつながりを強化し、具体的な助け合い

による地域福祉活動を活性化する必要があります。 

 

●新たな担い手の創出と活動内容・体制の充実 

行政区等の活動の参加では、働き盛りの年代の参加割合が低く、その理由としては、

「仕事や家事・介護・育児など、他にやることがあって忙しいから」が多くを占めていま

す。 

しかしながら、行政区等以外の、地域活動やボランティア・NPO 活動などの今後の参

加意向をみると、幅広い分野での割合が高くなっており、今後は、定年後の団塊の世代の

社会参加の活性化はもちろんのこと、持続性のある地域福祉活動の発展のためには、働き

盛り世代を取り入れた活動が求められています。 

また、行政区等の身近な地域活動では、担い手不足や役員等の固定化を防ぐためにも、

新たな担い手の発掘を行い、働き盛り世代が参加しやすい活動をすすめる必要がありま

す。 

 

●具体的な地域福祉活動の展開 

地域における支え合いでは、「近所に住む者として、できる範囲の支援をしたい」の割

合が高い一方で、「支援をしたいが、何をすればいいのかわからない」という意見も多く

寄せられています。 

また、地域での自主的な協力関係の必要性については、「必要である」と考える市民の

割合が多く、そのためには「地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと」等が求

められています。今後は、住民同士がふれあいながら、地域に必要な支援策を住民自身が

話し合い、考える機会の充実をすすめ、具体的な地域福祉活動を展開する必要がありま

す。 

 

●きめ細かな福祉施策の推進 

地域に根差した活動を展開している社会福祉協議会の活動内容の認知度をみると、今回

の調査では1割程度とやや低くなっています。 

また、民生児童委員の認知度についても、3割強と同様の傾向となっています。 
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他方、市民が抱える日常生活上の不安や悩みは、健康のことから老後のこと、経済的な

問題、災害時の備えなど多岐にわたっており、市民一人ひとりの生活課題や問題を解決す

るための、きめ細かな相談体制や支援体制の充実が求められています。 

今後も、社会福祉協議会や民生児童委員、地域に展開している相談員などの認知度を上

げ、不安や悩みなどを抱えたときに、いつでも相談でき、ひとりで悩み続けることがない

ような、きめ細かな福祉施策を推進する必要があります。 

 

●災害など緊急時の備え 

災害など緊急時の避難について、「家族などが近くにいないので、近所の方などの支援

が必要」である市民の割合は1割となっています。 

災害など緊急時には、被害の状況に応じて救出などの迅速な対応が必要となり、隣近所

などによる地域の初動体制の確立が必要です。 

このため、隣近所など身近な地域の中で、平常時からの要支援者・要援護者の把握が求

められており、いざという時には支援が必要な人の顔が思い出せる地域づくりが必要です。

また、地域の防災訓練などを実施し、備えることも必要です。 
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６ 太田市社会福祉協議会 

 
（１）太田市社会福祉協議会 

社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条に基づき、社会福祉の増進を図ることを目的

に全国・都道府県・市区町村のそれぞれに組織されています。 

太田市社会福祉協議会は、本所及び西部支所の 2箇所を拠点とし、太田市行政をはじめ

関係機関、団体、施設、そして多数の市民の方々の支援・協力を得ながら運営し地域福祉

の推進を行っています。 

 

（２）太田市社会福祉協議会の組織 

社会福祉の活動を一部の専門家や関係行政機関、社会福祉関係者による活動のみにとど

めることなく福祉問題を抱えている人たちを中心にし、地域福祉の主体である市民がその

福祉問題を自ら解決し、活動を展開できるよう組織面においても市民の意思が反映される

仕組みになっています。 

役員は、市議会議員、区長、民生児童委員、ボランティア、老人クラブ、障がい者団体、

社会福祉施設、奉仕団体など地域の代表者や行政関係者、学識経験者などによって組織さ

れ、皆さんの声が反映されるようになっています。 

 

（３）太田市社会福祉協議会の主な事業 

・地区社協活動の支援 

・福祉ふれあいスポーツ大会ふれあい部門の開催 

・社会福祉大会の共催 

・日常生活自立支援事業の受託 

・住民支え合いネットワーク事業の実施 

・ボランティアセンターの運営 

・小口生活資金、生活福祉資金貸付事業の実施 

・高齢者地域福祉自立支援事業の受託運営 

・友愛訪問事業（ひとり暮らし高齢者）の実施 

・介護用紙おむつ給付事業の受託運営 

・在宅ねたきり老人等出張理容サービス事業の受託運営 

・ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業の実施 

・高齢者、障がい者、こどもサロン事業の推進 

・福祉機器、福祉自動車貸出事業の実施 

・コミュニケーション支援事業の受託運営 

・民生児童委員協議会活動への協力 

・心配ごと相談、専門相談、無料法律相談事業の実施 
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・高齢者無料職業紹介所の運営 

・福祉人材バンクの受託運営 

・赤い羽根共同募金、歳末たすけあい運動の実施 

・善意銀行の運営 

・緊急援護物資の支給 

・福祉ショップスワンベーカリーの経営 

・収益事業（血液センターの貸出、自動販売機の設置）の実施 

・屋内ゲートボール場「すぱーく太田」の管理運営 

・尾島健康福祉増進センター、新田福祉総合センター、９児童館、３放課後児童クラブ 

の管理運営 

 

 

事務局組織図 

会　長

常務理事

事務局長

企画総務グループ

地域福祉・ボランティアグループ

西部支所

尾島健康福祉増進センター

福祉ショップスワンベーカリー

企画総務担当

高齢者無料職業紹介所・福祉人材バンク

地域福祉・ボランティア担当

九合児童館

沢野児童館

韮川児童館

鳥之郷児童館

強戸児童館

休泊児童館

宝泉児童館

毛里田児童館

木崎児童館

放課後児童クラブ

放課後児童クラブ

放課後児童クラブ

平成 24 年 4月 1日現在 

 

 



総論 第２章 太田市の現状 

28 

７ 関係団体等の状況 

 
（１）民生児童委員の活動 

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣からの委嘱を受けたボランティアです。

社会福祉の増進のために、常に市民の立場に立って、援助を必要とする方々に対し、生活

や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。 

また、民生委員は児童福祉法によって児童委員も兼ねており、地域の子どもや妊産婦等

の福祉等の向上のため必要な相談・援助を行っています。 

民生委員には、一定の区域を担当する民生児童委員と、児童福祉に関する事項を専門的

に担当する主任児童委員がいます。 

 
●区域担当民生児童委員の活動 

・住民の生活状態を把握 

・援助を必要とする方に対する相談、助言 

・福祉サービスを利用する方への支援 

・社会福祉を目的とする事業を経営する者や福祉活動を行う者との連携とその活動の支援 

・生活福祉資金の貸付制度に対する協力 

・児童の健全育成のための地域活動 

・児童虐待への取り組み 

・関係機関への意見具申 

・保護の必要な児童等を発見した場合の連絡通報 

 
 
 
 
 
 

 

●各種委員会・会議等 

・自立支援研究委員会 

・地域福祉研究委員会 

・子ども福祉研究委員会 

・主任児童委員連絡会議 

 

 

民生児童委員数 

区域担当 344 

主任児童委員 25 

合計 369 

地区民生児童委員協議会数 12 
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（２）自治組織（区長会） 

本市の区長会は地域で互いに支え合い、明るく住みやすい暮らしができるための役割を

担っており、地域福祉の基盤にもなっています。地区内住民と市とのパイプ役を務めると

ともに、地区内の自主防災をはじめ幅広く地域活動に携わっています。 

16地区に199行政区があり、199人の区長及び278人の区長代理で区の活動に携わ

っています。 

 

（３）児童館・放課後児童クラブ 

児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とした

「児童館」を各地区に設置し、地域の児童健全育成の拠点として重要な役割を担っていま

す。 

小学校に在籍する児童について、保護者が仕事等により昼間家庭に居ない場合に、授業

終了後、児童を預かり適切な遊びや生活指導を行うことにより、児童の健全な育成を図る

とともにその保護者を支援することを目的とした「放課後児童クラブ」を学校区ごとに設

置しています。 

 

放課後児童クラブ数 50 

児童館数 15 

こども館数 1 

平成 24 年 4月 1日現在 

 

（４）老人クラブ 

本市の老人クラブは太田市老人クラブ連合会のもと13支部、140クラブ、9,204 

人（平成24年 4月 1日現在）の会員を有しています。 

老人クラブでは仲間作りを通して、生きがいと健康づくりのため、グランドゴルフ・ゲ

ートボールなどのスポーツや様々な文化活動を行い、潤いのある生活を目指し活動を行っ

ています。 

 

 

（５）ＮＰＯ法人 

ＮＰＯ法人は民間の非営利組織で、様々な社会貢献活動を自発的に行う組織です。特定

非営利活動促進法で定める分野に限り法人設立が認められています。 

保健・医療・福祉や文化・芸術・スポーツなどの分野で、市内に 79 団体（平成 25 年

2 月現在）が活動しており、そのうち福祉に関連する分野は特に多く、約 40 団体が活動

に携わっています。 
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（６）ボランティア 

太田市のボランティア活動は、福祉活動や社会貢献等への関心が高く、地域福祉の向上

の原動力となっております。太田市、太田市社会福祉協議会では、ボランティアセンター

を開設し、ボランティアの総合的な窓口として、相談、登録、地域ニーズの把握・斡旋、

情報提供、育成支援などを実施しています。 

 

 ○尾島ボランティア活動支援センター個人及び団体登録数、構成員延べ人数 

個人登録数 15人 

団体登録数 64団体 

構成員延べ人数 1,334人 

 

 ○太田市社会福祉協議会ボランティアセンター個人及び団体登録数、構成員延べ人数 

個人登録数 43人 

団体登録数 108団体 

構成員延べ人数 2,231人 

平成 24 年 12 月 31 日現在 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 圏域の考え方 

地域福祉を推進するためには、様々な活動圏域が地域に存在する中で、市を全体とした行

政の保健福祉サービスの提供体制から最も身近な行政区や小学校区等の活動等、市民にとっ

ては「より身近な地域で利用したい、活動したい」という要望に応えていく考え方で、市全

体の大きな圏域から、隣近所といった小さな圏域まで、それぞれの圏域に応じた推進体制を

整備し、効果的な地域福祉活動を展開することが必要です。 

このため、この計画を推進するにあたっては、3 つの圏域を設定し、それぞれの圏域に応

じた機能や役割、体制等を整備していくこととします。 

 

 

中圏域（市内を12地区に分けたエリア）

大圏域（市全体のエリア）

小圏域（行政区等）

【市内各地域との連携、専門性の高い、総合的・広域的な展開】

主体：行政・社会福祉協議会・サービス提供事業者　等

【行事や地域交流、防災防犯・見守り活動の体制化、小規模・地域密着福祉サービス提供　等】

主体：地区区長会、地区社会福祉協議会、地区民生児童委員協議会、
　　　子ども会育成会、地区ボランティア　等

【住民の自主的参加・活動、あいさつ・声かけ・見守り等近所の支え合い　等】

主体：住民、隣近所　等（最も身近な単位）

 

 

中圏域の位置づけ 

12地区 

太田地区、九合地区、沢野地区、韮川地区、鳥之郷地区、強戸地区、 

休泊地区、宝泉地区、毛里田地区、尾島地区、新田地区、藪塚地区 
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２ 地域福祉推進上の課題 

 

（１）今後求められる地域福祉のあり方 

平成22年10月1日現在の国勢調査によると、全国の人口は1億2805万7352人

と平成 17 年から 0.2％の増加となっており、調査開始以来最低の人口増加率となってい

ます。65歳以上人口は総人口の23.0％と高齢化率は増加し続け、一方では15歳以未満

の人口が 13.2％と調査開始以来最低になるなど、少子化・高齢化の歯止めがかからない

状況となっています。本市においても、年少人口が 15％程度を推移する中、高齢化率は

増加し、平成24年 4月 1日現在では20.8％と、少子化・高齢化が進行しています。 

このような中、国においては、子ども・子育て、就労、医療・介護などの社会保障制度

について、少子高齢化や人口の減少に対応した持続可能性の高い制度となるよう、「世代

間の公平」と「共助」を柱とした制度改革の議論が進められています。この中で、現在の

社会保障制度は、以下のような考え方の組み合わせにより形成されており、他方、非正規

雇用の増加等の雇用基盤の変化、単身世帯の増加等の家族形態の変化、地域における高齢

化等の地域基盤の変化、少子高齢化と経済成長の鈍化の状況に対応するため、「安心」「共

助」「公平性」の三位一体の考え方による制度改革が重要であるとしています。 

 

●現在の社会保障制度の骨格 

①自ら働き、自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するという「自助」を基本とすること。 

②生活や健康リスクを、国民間で分散する「共助」が補完すること。 

③「自助」や「共助」では対応できない困窮に直面している国民に対しては、一定の受給要件の

下で、公的扶助や社会福祉などを「公助」として行う。 

 

●「安心」「共助」「公平性」の三位一体の考え方 

・多様な世帯・多様な人生に対応できる社会、一人ひとりが能力を発揮し「居場所」と「出番」

を確保し得るような社会 

・新しい形の地域の支え合いやコミュニティの再生への寄与 

・世代間の公平性の確保、貧困・格差問題の解消を通じた社会的連帯の保持、共助の仕組みを基

本とする国民相互で責任と負担を分かち合う仕組み 

 

社会保障制度改革の方向性と具体策について（平成23年 5月厚生労働省） 

 

本市においても、少子高齢化や核家族化が進み、地域における相互扶助機能の低下や地

域の連帯感の希薄化が懸念されるため、地域に根ざした福祉社会の実現を目指す取り組み

を強化・充実する必要があります。 

このため、公的福祉サービスの充実とともに、市民が主体的に参加する地域福祉活動の
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より一層の活性化が課題となり、国のこれからの社会保障制度の動向、少子高齢化などの

状況を視野に入れるとともに、多様化する市民のニーズを把握し、市における各施策を推

進し、地域の福祉力の向上に向けた取組みを強化する必要があります。 

 

（２）子ども・子育て支援 

急速な少子化の進行や家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、家庭や地域の子育て

力の低下に対応するため、次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援すること

により、子どもが心身ともに健やかに育つための環境を整備することが必要になっていま

す。 

本市では、平成 22年 4月に「太田市次世代育成支援行動計画後期計画」を策定し、子

育て支援センターをはじめ、地域における子育て支援関係機関や団体と連携してネットワ

ークを構築し、地域ぐるみで子育てを支援する環境づくりを推進しています。また、独自

施策である第３子以降子育て支援事業を展開したり、保育園・放課後児童クラブ・児童館

の整備に力を入れるなど、子育てしやすいまちづくりに取り組んでいるほか、子育て家庭

への訪問等による養育環境の把握や相談、子育てサロンをはじめとする子育て関連の情報

を交換する交流の場づくり等、地域における子育て支援を推進しています。さらに、子ど

もの安全を確保するために、自治体や学区を中心とした地域ボランティア、市民などによ

る自主的な防犯活動が展開されています。 

現在、国においては、子育てをめぐる課題の解決に向けて、子ども・子育て支援新制度

を平成 27 年度に本格的なスタートを目指しています。その課題の解決策として、質の高

い幼児期の学校教育・保育の総合的提供、子育ての相談や一時預かりの場を増やすなど地

域の子育ての充実、待機児童の解消のため保育の受入人員を増やすことなどに取り組むた

めの基本指針の作成に向け、検討が行なわれています。 

本市においても、国の新制度に対応するため、次世代育成支援行動計画に替わる「子ど

も・子育て支援事業計画」を策定する必要があります。このような中、すべての家庭に対

して子どもの成長過程に応じた子育て支援の充実が求められており、次代を担う子どもの

健やかな育成を通じた地域コミュニティの構築を強化することも必要です。 

 
●子ども・子育て支援新制度 

子ども・子育て支援新制度とは、平成 24 年 8 月に成立した「子ども・子育て支援

法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法

の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連 3

法に基づく制度で、認定こども園の拡充を柱としており、国では、平成 27 年度に本

格的なスタートを目指しています。 
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（３）障がい者の自立と社会参加の支援 

平成 18年 4月に「障害者自立支援法」が施行され、障がいの種別にかかわらずサービ

スが利用できるよう障がい福祉サービスを一元化し、地域の中での自立と社会参加を促進

するため、総合的な自立支援システムの構築が図られています。 

国は、障がい者制度改革推進本部等において障害者自立支援法の改正について様々な検

討を行い、平成 24年 3月には、厚生労働省障害保健福祉部から「地域社会における共生

の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案の

概要」が示され、平成 25年 4月には、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害

保健福祉施策を講ずるため、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）とする関係法律が施行（一部は平成

26年 4月から施行）されました。 

本市では、平成24年 3月に、障害者基本法に基づく「第３次太田市障がい者福祉計画」

及び障害者自立支援法に基づく「第３期太田市障がい福祉計画」を策定し、「※1 ノーマラ

イゼーション」と「※2 リハビリテーション」の理念のもと、障がい者が住み慣れた地域で

自立し、安心して暮らしていけるよう、総合的な障がい者施策を推進しています。 

障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で共に安心して暮らせる社会を築く

ためには、市民一人ひとりが、障がいや障がいのある人について正しく理解するとともに、

障がいのある人が自立した地域生活を送ることができるまちづくりを地域一体となって推

進することが必要です。 

 

 
※1 ノーマライゼーション 

障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、

共に生きる社会こそノーマル（あたりまえ）であるという考え方のことです。 

※2 リハビリテーション 

障がい者の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための機能障がいの改善だけでなく、身体的、心理

的、社会的、職業的、経済的な回復など、障がい者の生涯全般において、障がいを持った人が人間らしく生

きる権利を回復すること（全人間的復権）を意味します。 
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（４）高齢者の心身の健康の維持増進及び自立と社会参加の支援 

高齢者数の増加とともに核家族化が進行しており、高齢者ひとり暮らし世帯や高齢者の

みの世帯も増加傾向にあり、地域において支援が必要な高齢者や高齢者が高齢者を介護す

るいわゆる「老老介護」の世帯も増加しています。 

こうした中、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、

介護予防の推進や介護保険サービスの基盤充実とともに、高齢者ひとり暮らし世帯や高齢

者のみ世帯の実態を踏まえた見守り体制や、家族介護者支援の充実等、介護を必要として

いる高齢者のみならず、介護保険給付対象外の高齢者福祉サービスを含めた高齢者福祉事

業全般にわたる供給体制の確保が重要となっています。 

このような状況に対応していくため、国では、平成 17 年に予防重視型システムへの転

換を図り、地域ケア体制を構築するために介護保険制度全般にわたる制度見直しを行い、

さらに、平成 21 年から平成 23 年にかけて介護保険法の一部改正を行い、平成 24 年の

改正においては、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継

続して生活できるよう、介護、予防、医療、生活支援サービス、住まいの５つを一体化し

て提供していく「地域包括ケア」の実現に向けた取組みを継続して推進していくことが必

要であるとしています。 

本市では、平成 24年 3月に「第５期太田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策

定し、誰もが住み慣れた地域で、家族と共に尊厳をもって安心して暮らせるよう、総合的

な高齢者福祉施策を推進しています。この中で、多様化する高齢者のニーズに対応し、社

会全体で高齢者を支えていくためには、高齢者自身も含めた市民の参加、協力は不可欠で

あり、きめ細かく柔軟な対応ができるボランティアやＮＰＯ（特定非営利活動法人）によ

るサービス提供は、今後ますます重要になるものと位置づけています。また、市民の意向

を的確に把握するとともに福祉への参画を促し、市民・企業・行政が協働して、地域にふ

さわしい福祉社会を創造していくことが求められています。 

 

（５）助け合い、支え合うことの必要性 

東日本大震災の発生から 2年以上が経過し、家族や地域の絆、共に助け合い・支え合い、

励まし合うことの大切さが再認識されています。 

また、本格的な少子化・高齢化社会を迎える中、市民一人ひとりの願いでもある、｢歳

を重ねても、いつまでも住み慣れた地域で生きがいを持ち、自分らしく安心して生活でき

る地域社会を実現すること｣がますます求められており、このような地域社会を実現する

ためには、平常時からの地域での助け合い・支え合いの仕組みをつくるなど、地域と行政

等が一丸となった支援体制の構築が必要になっています。 
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３ 基本理念 

地域福祉計画と地域福祉活動計画は、ともに連携し、様々な地域の課題に対処するために、

地域住民や様々な地域活動団体・関係機関、行政等が「協働」でつくる、福祉のまちづくり

を進めていくための計画です。 

このため、あらゆる市民や地域活動団体・関係機関が主体的に地域福祉活動を行える社会

の実現を目指し、市民の誰もが住み慣れた地域で、支え合い・助け合いながら、いつまでも

安心して自立した生活を送り続けられるように、それぞれの前計画の基本理念を踏襲し、福

祉のまちづくりを進めます。 

 

●地域福祉計画 

ささえ愛のまちづくり おおた 

ともに支え合う福祉社会をめざして 
 

 

●地域福祉活動計画 

みんなで創ろう 笑顔で暮らせるまち おおた 
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４ 基本目標 

 

●地域福祉計画 

 

１ 安心して利用できる福祉サービスと情報があるまちを目指す 
近年、市民の福祉へのニーズは増加し、それらは保健・医療・福祉等の各分野にまたが

るなど多様化しているため、個々の状況や課題に応じた適切な福祉サービスが選択でき、

生涯を通じて切れ目なく支援を受けられることが必要です。 

このため、市では福祉サービスのきめ細かな提供基盤を充実し、保健・医療・福祉等の

関係機関・団体、地域の連携をもとに相談体制や情報提供を強化し、市民の誰もが安心を

感じながら自立した日常生活が営めるための取り組みを推進します。 

 

基本目標１ 福祉サービスの適切な利用の促進 

基本目標２ 社会福祉事業の健全な発達 

 

２ 地域力を高め、みんなで行動できるまちを目指す 
市民が抱える生活課題は多様化しており、必ずしも画一的な福祉サービスにより充足さ

れるものではありません。これらを解決するためには、公的なサービスや民間によるサー

ビス、さらには市民一人ひとりと地域の協力を組み合わせた支援体制を確立することが必

要です。 

また、地域福祉を推進するためには、市民一人ひとりが地域の課題やニーズに目を向け、

地域福祉に対する理解と関心を高め、解決に向けた担い手として積極的に行動することが

必要です。 

このため、市民一人ひとりや地域、関係機関・団体、行政等が共に役割と責任を分担し、

協力・連携を通じて市民一人ひとりが地域福祉活動を担う一員としての自覚をもつことの

できるまちづくりを推進します。 

 

基本目標３ 地域福祉活動への市民参加の促進 

 

 

 

 

各論 

各論 
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３ 安全で安心な生活を支えるまちづくりを目指す 
市民が住み慣れたまちで安心して暮らすためには、保健・医療・福祉の連携した支援は

もとより、住宅や交通、環境、防災・防犯などの総合的な生活支援体制が必要です。 

このため、安全で安心して暮らし続けるために、防災や防犯、交通安全などの意識を高

め、市民の誰もが住みやすい地域をつくるための取組みを推進します。 

 

基本目標４ 安全で安心なまちづくりの推進 

 
 
■地域福祉計画 施策体系図 

 
 

基本理念 ささえ愛のまちづくり　おおた　
ともに支え合う福祉社会をめざして

１
安心して利用できる福祉サービスと

情報があるまちを目指す

２
地域力を高め、みんなで行動できる

まちを目指す

３
安全で安心な生活を支えるまちづく

りを目指す

１　福祉サービスの適切な利用の促進
　　　（１）地域福祉の環境整備

　　　（２）地域での自立に向けて

２　社会福祉事業の健全な発達
　　　（１）地域での福祉サービス事業の育成

　　　（２）福祉サービス提供者への支援体制

３　地域福祉活動への市民参加の促進
　　　（１）民生児童委員の活動支援

　　　（２）社会福祉協議会の活動支援

　　　（３）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO法人等の市民活動支援

４　　安全で安心なまちづくりの推進
　　（１）災害時要援護者の支援方策

　　（２）見守り活動の推進

　　（３）市民一人ひとりの人権の尊重

基本目標 施策の方向

 

各論 
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●地域福祉活動計画 

 
基本目標１ 気軽に相談できる仕組みをつくろう 
地域では、核家族化の進行や個人のライフスタイルの多様化、価値観の変化により、常日

頃からの地域での関わりが薄れ、生活上の課題や自分自身や家族間では解決できない複雑な

生活問題を抱えながらも、誰に頼ったらよいか、どこに相談したらよいかなどわからず、そ

の状況が深刻化する場合も少なくありません。 

社会福祉協議会では、気軽に訪れ相談することができる窓口を広げ、市民一人ひとりの困

りごとの解決に向けた相談体制の充実を図ります。 

 

基本目標２ わかりやすい福祉情報を提供しよう 
わかりやすい福祉情報を提供するためには、まず市民が必要としている情報が何であるか

を、情報を発信する側が把握することが必要です。また、市民は、その福祉情報を積極的に

入手し、活用する力を身につけ、地域に広めることも必要です。 

社会福祉協議会では、情報を必要としている人のニーズに合ったわかりやすい最新の情報

提供を積極的に推進し、必要なときに福祉の情報を容易に得られる環境を充実します。 

 

基本目標３ 福祉人材の発掘・育成をしよう 
地域には様々な人が生活しており、個々の抱える生活課題や問題は増大・多様化していま

す。住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けられる社会を実現するためには、多くの福

祉活動主体が必要であり、市民、社会福祉協議会や関係機関・団体、行政等の協働により、

市全体で「福祉のまちづくり」を推進する必要があります。このため、現在の福祉活動組織・

団体に加え、その活動規模の拡大とともに新たな福祉人材の発掘・育成が求められていま

す。 

社会福祉協議会では、地域特有のニーズを捉え、地域の多様な人材や社会資源を活用した

創意工夫のある施策を推進し、地域の福祉力を育てるための取り組みを推進します。 

 

基本目標４ 安心して必要な福祉サービスが受けられる仕組みをつくろう 
社会福祉協議会では、地域住民の個々のニーズに応じた生活支援の強化・充実を目指すと

ともに、地域の福祉課題の解決を図るために具体的な事業の展開を図っています。今後も、

市民が必要なときに安心して利用でき、その人の状況に応じた福祉サービスの充実を図り、

すべての市民の自立を支援する取り組みや体制を強化します。また、近年の複雑化した福祉

問題に対応するために、地域や関係機関・団体、行政等との連携を図り、新たなインフォー

マルサービスの創出を検討するなど、誰もが安心してサービスが利用できる体制づくりに取

り組みます。 
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基本目標５ 地域における福祉力を高めよう 
地域社会における人と人とのつながりが希薄化しつつある中で、様々な状況にあるすべて

の市民が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために重要なことは、住民同士が日頃か

らふれあい、お互いを理解し合い、支え合い・助け合う関係を持ち続けることです。 

また、こうした地域生活の中から生まれる市民一人ひとりの「福祉力」を生かし、地域の

絆づくりやボランティア活動などの地域福祉活動に発展させることも必要です。 

社会福祉協議会では、子どもからお年寄りまでのすべての市民が身近な地域で気軽に交流

が行える場を充実させるとともに、市民一人ひとりの福祉力の向上を目指し、自主的な福祉

活動を促すためにボランティアセンターの機能等、活動拠点の強化を図ります。 

 

基本目標６ 地域福祉を推進するための基盤強化 
今後も増大・多様化が予想される生活課題を解決するための地域福祉を、効果的かつ効率

的に推進するためには、中核的な役割を果たす社会福祉協議会の組織運営の強化や各部門に

おける充実した事業展開を図ることが必要です。 

このため、地域福祉活動への市民の理解と参加を一層促進するとともに、自主財源の確保

や職員等の人材育成等の基盤を整備し、地域や関係機関・団体、行政等との連携を強化した

幅の広い地域福祉活動を展開します。 
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■地域福祉活動計画 施策体系図 

基本理念 みんなで創ろう　笑顔で暮らせるまち　おおた

基本目標

１　気軽に相談できる仕組みをつくろう

２　わかりやすい福祉情報を提供しよう

３　福祉人材の発掘・育成をしよう

４　安心して必要な福祉サービスが受けられる仕組みをつくろう

５　地域における福祉力を高めよう

６　地域福祉を推進するための基盤強化

（１）相談体制の整備・充実

（２）苦情解決体制の充実

（１）福祉啓発事業の推進

（２）情報提供の充実

（１）地域福祉づくりの担い手の発掘・育成

（１）日常生活支援の推進

（２）関係機関・団体との連携強化

（１）地域交流の促進

（２）地域支えあい活動の推進

（３）ボランティア活動の充実

（１）社会福祉協議会の活動強化

活動の方向

活動の方向

活動の方向

活動の方向

活動の方向

活動の方向
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第１章 施策の展開 

 

基本目標１ 福祉サービスの適切な利用の推進 

 
（１）地域福祉の環境整備 

 
①多様な情報提供 

現状と課題 

法改正等による福祉制度の変更やサービス提供主体が多様化する中、利用者が自分に合

った福祉サービスを選択し利用するためには、サービスの利用に関することや事業者のサ

ービス内容等の情報が適切に提供されるように、情報提供の充実に努めることが必要で

す。 

 

今後の方向性 

支援を必要としている人が、制度の内容や利用の方法、サービス提供事業者の情報等を

必要なときに入手しやすいよう、広報紙やホームページ、パンフレットなどの様々な媒体

を通じての効果的な情報提供を充実し、福祉サービスが適切に提供されるよう支援しま

す。 

また、関係機関や団体等との情報を共有し、利用する側に立った効果的な情報提供を充

実します。 

 

推進施策 

・｢広報おおた｣による定期的・計画的な掲載 

・市ホームページの充実 

・「くらしの便利帳」などの利用促進 

・互いの顔が見える情報提供である回覧板等の利用促進 

・ひとり暮らし高齢者への広報配達の推進 

・視覚障がい者用「広報おおた」録音テープの充実 
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②相談体制の充実 

現状と課題 

長引く経済不況などの社会変容や核家族化の進行、ひとり暮らし高齢者の増加といった

家族形態が変化している中で、地域において支援を必要としている人の生活課題はより複

雑化し、深刻化することも多くなっています。また、地域住民の中には深刻な生活課題を

抱えているにも関わらず、どこに相談してよいかなど、行き場が分からず地域の中で孤立

している人もいます。 

 

今後の方向性 

日常的な住民同士の見守りや支え合いによる相談機能を充実し、お互いの安心感や連帯

感を醸成するとともに、支援を必要としている人が安心して地域で暮らし続けられるため

に、関係機関や団体等と連携した相談対応の充実を図ります。 

 

推進施策 

・生活困窮者への面接相談の充実 

・障がい者相談支援センター機能の充実 

・子どもの発達障害等にかかる相談業務の充実 

・家庭児童相談室の充実（子育て相談コーナーの設置） 

・地域包括支援センター事業との連携に伴う各種総合相談事業の推進 

・成年後見制度の利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各論Ⅰ■太田市地域福祉計画■第１章 施策の展開 

47 

（２）地域での自立に向けて 

 

現状と課題 

住み慣れた地域で自分らしく安心して自立した生活が送れることは、すべての市民の願

いです。地域には、高齢者や障がいのある人、子育て家庭など様々な人々が生活しており、

支援を必要としている人の生活課題は多岐にわたっています。 

 

今後の方向性 

高齢者や障がいのある人、子育て家庭など、支援や介助・介護を必要とする人が、住み

慣れた地域で快適に安心して暮らせるよう、保健・医療・福祉の総合的なサービスの充実

を図るとともに、地域や関係機関・団体との連携を深めた支援を推進します。 

 

推進施策 

・ひとり暮らし高齢者への支援強化 

・高齢者福祉施策の充実 

・障がい者への福祉・保健サービス等の充実 

・精神保健福祉相談の充実 

・子育て関連施設の充実 

・子育て支援事業の充実 

・健康づくりの推進 

・各種相談機関の充実 
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基本目標２ 社会福祉事業の健全な発達 

 
（１）地域での福祉サービス事業の育成 

現状と課題 

福祉サービスの多くは、利用者の主体的な選択と自己決定に基づきサービスを受けると

いう利用者本位の提供体制となっています。利用者本位の制度への転換により提供事業主

体も多様化しており、福祉ニーズの増大・多様化により、福祉サービスを供給する側もよ

り高度で多様な福祉サービスを提供することが求められています。 

 

今後の方向性 

市では、保健・医療・福祉との連携を強化した福祉サービスの質と量の確保を図ってき

ましたが、今後も計画的で柔軟なサービス提供体制を確保するために、福祉サービス事業

者との連携や事業者同士の情報交換、研修の場を充実するとともに、地域に密着した多様

な提供事業主体の参入を促し、福祉サービス事業の育成を図ります。 

 

推進施策 

・事業者連絡会議等の充実 

・高齢者福祉一覧等の案内作成 

・ボランティア、ＮＰＯ法人等のサービスの明確化・組織化 

・福祉マップや介護サービス事業者パンフレットの作成 
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（２）福祉サービス提供者への支援体制 

現状と課題 

福祉サービスを充実することは、利用者自らがサービスを選択し、契約に基づいて利用

できるようにする提供体制の充実だけでなく、利用者の声を広く集め、利用者の意見や苦

情を幅広くくみ上げ、サービスの質の向上や改善につなげていくことが必要です。 

また、近年の保健福祉課題は多様化、深化しており、サービス提供事業者の専門性の向

上や行政職員などの相談員の資質の向上が求められています。 

 

今後の方向性 

すべての市民が必要なときに、身近な地域で安心してサービスが利用できるように、近

年の保健福祉課題の多様化や深化に対応した、利用者本位の質の高いサービス提供体制の

充実を図ります。また、サービスを供給する側の多様で質の高い人材の確保、資質の向上

に向けた支援体制を強化するとともに行政と関係機関・団体、社会福祉協議会、民生児童

委員、事業者等の連携を深め、一体となったサービス提供体制を推進します。 

 

推進施策 

・福祉ニーズの把握 

・各法に基づく施設、サービスの充実 

・サービスに携わる者への研修 

・サービス提供者の連絡調整の場の設置 

・社会福祉協議会と連携したサービス提供者への運営支援 
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基本目標３ 地域福祉活動への市民参加の促進 

 
（１）民生児童委員の活動支援 

現状と課題 

民生児童委員は、地域の世話役、各行政機関へのパイプ役として、地域の一員として常

に住民の立場に立った生活上の相談に応じ、今後も地域福祉の担い手としての役割が期待

されています。しかしながら、近年では、個人のライフスタイルの多様化や複雑化等が進

み、生活上の実態などが把握しにくく、深刻化する問題に対応するためには組織的な対応

や専門機関、地域住民との連携・協働が必要になっています。 

このため、今後も民生児童委員によるニーズの把握や相談活動及び地域住民との連携体

制の構築を支援するとともに、庁内、民生児童委員協議会、社会福祉協議会等との連携を

強化し、地域に必要なインフォーマルサービスの創出を検討することが必要です。 

 

①地域の要支援者の把握 

今後の方向性 

寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、障がい児・者、生活困窮者、

母子父子世帯、要支援児童などの個別援助活動に取り組み、地域の福祉課題の的確な把握

に取り組みます。 

民生児童委員がこれらの活動を記録し、点検を行うとともに、市民一人ひとりの福祉課

題や生活課題の解決に向け、各種専門相談員や関係機関、行政との連携により、地域福祉

施策の充実を強化します。 

 

②高齢者・障がい者支援活動 

今後の方向性 

高齢化や核家族化の進行に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加しており、

日常的な見守り・声かけ支援体制の充実を図っています。また、緊急時などに備え、福祉

票などで状況を把握し、見守り体制の強化も図っています。今後も、関係機関・団体、事

業者との連携を強化した、相談などの訪問活動を行い、市民の身近な相談者としての役割

を努めます。 

 

③子育て支援活動 

今後の方向性 

核家族化や長引く不況等の影響により、共働き世帯が増え、子育て家庭における孤立化
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や育児への不安、負担感が増大しています。また、近年では児童虐待問題が大きな社会問

題となっており、学校では、いじめや不登校、非行など子どもたちをめぐる様々な問題が

深刻化しています。今後も、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるよう、身近な地

域で子どもたちを見守るとともに、子育ての不安や悩み、心配ごとなどの相談に応じ、子

どもや子育てをしている家庭が必要としている支援につなげる役割を果たします。 

 

④地域福祉活動 

今後の方向性 

地域における福祉課題、生活課題はより複雑になり、解決に向けては、幅広い知識と関

連のある専門機関との連携が必要になっています。今後も、増大する福祉課題等に対応す

るため、様々な機会を通じた情報収集や研修活動を充実し、活動を支援します。 

 

推進施策 

・地域の見守り・声かけ支援の強化 

・相談活動の研修 

・民生児童委員とその活動への理解と協力の啓蒙 

・「広報おおた」や地区広報紙による民生児童委員活動の周知 
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（２）社会福祉協議会の活動支援 

現状と課題 

社会福祉協議会は、地域が抱える様々な福祉課題を解決する地域福祉の推進役として中

心的な役割を果たすため、地区社会福祉協議会や関係機関との連携を図り、地域の特色を

生かしながら、子どもからお年寄り、障がいのある人、誰もが安心して暮らせる福祉のま

ちづくりを積極的に推進しています。 

今後も、十分な支援が行き届かない制度の狭間にある人や、解決が困難な社会的課題に

対応するため、社会福祉協議会の活動に大きな期待が寄せられています。 

 

今後の方向性 

地域福祉を推進する中心的な担い手としての社会福祉協議会の役割は今後も重要になり

ます。市民が相互に支え合い、助け合うことのできる地域づくりを目指して、社会福祉協

議会の支援を充実するとともに、行政との連携を強化し、地域福祉社会の構築を推進しま

す。 

 

推進施策 

・福祉人材の育成推進 

・民生児童委員との連携 

・コミュニティワーカー（地域援助員）の育成 

 

（３）ボランティア・ＮＰＯ法人等の市民活動支援 

現状と課題 

住民の生活課題は多様化し、必ずしも画一的な福祉サービスにより充足されるものでは

なく、公的なサービスや民間によるサービス、さらには市民と地域の協力を組み合わせ解

決することが必要になっています。そのためには、行政や福祉サービス提供事業者だけで

なく、ボランティアや NPO の関係団体等、さまざまな人々の協力や連携のもとに、地域

の課題解決に向け取り組む必要があります。 

 

①情報提供とコーディネート 

今後の方向性 

ボランティアの活動事例を広報紙やホームページなどにより広く周知し、市民のボラン

ティア活動への参加促進を図ります。また、主体的に活動できるボランティアを養成する

とともに、ボランティア活動に参加したい人とボランティアを必要とする人を結びつける
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コーディネート機能の強化に向け、ボランティアセンターの機能充実を支援します。 

 

②人材育成と活動支援 

今後の方向性 

社会福祉協議会が開催するボランティア養成講座や福祉教育セミナーなどを積極的に支

援することにより、市民のボランティアに対する理解と意識の向上を図り、地域において

効果的にボランティア活動が展開されるための人材の発掘・育成に努めます。 

また、地域におけるボランティア活動の円滑化を図るため、要支援者のニーズ把握や福

祉サービスの利用状況などに関する情報提供を行います。 

さらに、「おおたNPOセンター」では、NPO法人やボランティア団体などの活動団体

に対して、企業や財団法人などの各種助成金の情報を提供するとともに、コーディネート

機能を充実し組織化などへの支援を充実します。 

 

推進施策 

・情報提供による活動の活性化推進 

・各種講座開設による活動の活性化推進 

・財政支援による活動の活性化推進 
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基本目標４ 安全で安心なまちづくりの推進 

 

（１）災害時要援護者の支援方策 

現状と課題 

住民が安心して暮らせる環境をつくるためには、日頃からの災害や犯罪に備えたまちづ

くりが必要です。特に、災害時においては、自力で避難することが困難な人をはじめとす

る災害時要援護者の安全確保が極めて重要な課題となっています。 

 

今後の方向性 

災害時の避難支援を必要とする「災害時要援護者台帳」は、民生児童委員が毎年調査確

認をしています。今後は、障がい者等の災害時要援護者登録を進め、台帳を整備するとと

もに、災害対策本部、消防本部、地区行政センターなどと情報を共有していきます。 

また、個別支援計画である「災害時要援護者避難支援プラン」に基づいて、区長会や民

生児童委員協議会などを中心とした自治防災組織のバックアップをえて、要援護者の安否

確認や避難誘導などの支援体制の整備を進めます。なお、福祉避難所については、民間福

祉施設などの管理者に同意を求め、協定により準備することが有効であるものと考えま

す。 

 

推進施策 

・災害時要援護者の把握と情報の共有 

・避難支援プランの策定と管理 

・区長会等の防災自治組織のバックアップ 

・福祉関係団体及び社会福祉施設管理者との連携 

・民間福祉避難所の指定 

 

（２）見守り活動の推進 

現状と課題 

地域のつながりの希薄化により、家庭における密室化や社会的な孤立や孤独が進行して

おり、児童や高齢者等に対する虐待、高齢者の孤立死、所在不明高齢者などの社会問題が

深刻化しています。また、高齢化の進行により、認知症高齢者の増加も懸念されていま

す。 

こうした地域課題を解決するためには、平常時からのきめ細かな地域の把握や声かけ・

見守りなど、地域住民による支援体制の確保が重要な位置づけとなっています。 
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今後の方向性 

市では、民生児童委員が中心となって行なう「友愛訪問」活動、また、社会福祉協議会が

事業実施している「ふれあい相談員」を地区ごとに配置することより、見守り活動を補完し

強化しています。さらに、市職員からなる「おとしより見守り隊」を発足することで、行政

と地域が直結することを目指し、連携を強化しようとするものであります。ひとり暮らし

高齢者の安否や健康、生活、こころの不安などにきめ細かに対応し、これまで以上に地域

で安心して暮らせる街づくりを推進するものです。 

3．11 の大震災を経験したことで、いままでの無縁社会から絆社会へと叫ばれていま

す。今後、行政・警察・消防などすべてが連携した支え合う体制の確立を目指します。 

 

推進施策 

・民生児童委員やボランティアによる見守り活動の強化 

・ふれあい相談員による見守り活動の強化 

・おとしより見守り隊の推進 

・隣近所による見守り・声かけ運動の啓発強化 

 

太田市見守りネットワークの推進 

見守りを必要とする方

・要援護者

・高齢者（ひとり暮らし世帯、高齢者のみ世帯）

・障がいのある方

・要介護、要支援者などの方

太田市
○地域包括支援センター

○子育て支援センター

○障がい者相談支援センター　等

【専門的な相談支援】

相談支援声かけ・見守り

地域（各地区）の組織
○区長会

○民生児童委員協議会

【日常的な見守り】

地　域
○ボランティア・NPO法人等

○隣近所

【日常的な見守り】

関係機関
○警察・消防

○児童相談所

【より専門的な支援】

行　政
○ふれあい相談員

○市職員（おとしより見守り隊）

【見守り体制を補完し強化する】

把　握

相談支援

把　握

相談支援

太田市社会福祉協議会
○地区社会福祉協議会

○専門的な相談員　等

【地域に根差した活動支援】

地域連携の輪の強化
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（３）市民一人ひとりの人権の尊重 

現状と課題 

現在の福祉サービスは措置から契約に制度移行されており、認知症高齢者や知的障がい

者、精神障がい者など、判断能力が十分でない方に対しての権利擁護の必要性が高まって

います。また、高齢化が進行し、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者などの増加が予測さ

れ、成年後見制度などの利用支援や権利が保障されるシステムの整備が求められていま

す。 

さらに最近では、児童や高齢者、障がい者への虐待などが表面化し、すべての人の人権

の侵害や阻害を許さない社会の構築が求められています。 

 

今後の方向性 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者などの増加が見込まれており、今後増加する認知症

高齢者等への対策として市民後見人を中心とした支援体制を構築します。また、児童や高

齢者、障がいのある人への虐待などの有効な防止策としての地域における見守り・通報体

制の確立を進め、一人ひとりの人権が守られるよう関係機関等と連携した人権侵害の防止

に努めます。 

 

推進施策 

・権利擁護事業の推進 

・男女共同参画の推進 

・虐待防止の啓発活動の強化 

・虐待相談窓口の充実 

・DV防止のための関係機関との連携強化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各 論 Ⅱ 
地域福祉活動計画 

 
Ota City Council of Social Welfare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



各論Ⅱ■太田市地域福祉活動計画■第１章 基本計画 

59 

第１章 基本計画 

 

基本目標１  気軽に相談できる仕組みをつくろう 

 
（１）相談体制の整備・充実 

 

現状と課題 

太田市社会福祉協議会では、市民が日頃から抱えている心配ごとや困りごとについての

相談から法律相談等の専門相談、ボランティア活動に関する相談まで、幅の広い相談活動

を行っています。 

近年、相談件数は増加傾向にあり、気軽に相談できる仕組みづくりに努めた結果から、

困りごとなどを抱える多くの市民の利用が促進される一方で、地域にはどこにも相談でき

ず悩んでいるなど、潜在的なニーズがあることもうかがえます。 

 

取り組みの方向 

・相談窓口の情報提供を積極的に行い、地域住民から信頼され、頼られる相談体制を構築

し、ひとりでも多くの市民の生活課題等の解決に向けた１次窓口としての役割を果たし

ます。 

・専門機関や関係機関など複数の担当部署との連携を強化し、相談内容に応じた適切な窓

口へとつなぐなど、解決に向けた活動を強化します。 

・地域の複雑な課題や専門的な相談内容に対応するため、相談専門員の充実や職員の資質

向上を図ります。 

・民生児童委員、ふれあい相談員等と協働し、身近な地域での相談活動を充実します。 

 

活動目標 

地域住民から信頼され、頼られる相談体制をつくります。 

 

 

推進項目 

１）専門機関、福祉関係機関との連携強化 

２）相談員や職員の資質向上と情報共有化の推進 
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市民へのお願い 

ひとりで悩まず、すぐに相談してみましょう。 

 

 

■相談件数 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

開催日数（日） 222 232 268 219 192

相談所利用人数（延人） 46 65 58 97 103

無料法律相談利用人数（延人） - - - - 44

資料：太田市社会福祉協議会 

 

（２）苦情解決体制の充実 

 

現状と課題 

地域における利用者本位の福祉サービスを実現するために、福祉サービスの質の確保と

向上を図るとともに、利用に関する苦情対応体制の充実が必要です。また、苦情への対応

は単なる苦情解決ではなく、利用者が苦情の申し出をしやすい環境を整え、システムに則

した苦情解決を行う必要があります。 

 

取り組みの方向 

・地域住民の信頼をより高め、関係機関との連携を図り、苦情に対する共通認識をもって、

苦情解決責任者と受付担当者だけの問題でなく、苦情を解決するための体制を充実させ

ます。 

・苦情解決体制の整備の推進と苦情の円滑な解決を目的に、第３者委員の設置を推進しま

す。 

 

活動目標 

苦情受付から解決までの体制の充実を図り、適切なサービスの改善に結びつけます。 

 

 

推進項目 

１）関係機関との連携強化 

２）苦情解決体制の充実 
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市民へのお願い 

サービス提供者と利用者の双方の利益を確保するため、苦情はできるだけ詳しく、的確

に伝えましょう。 
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基本目標２  わかりやすい福祉情報を提供しよう 

 

（１）福祉啓発事業の推進 

 

現状と課題 

太田市社会福祉協議会では、広報紙や福祉教育、ボランティア講座などを通じて継続的

に福祉啓発を行ってきました。他方、阪神淡路や東日本の震災等の大災害以降は、家族の

絆や地域住民同士の助け合い、ボランティア・NPO 活動への参加意欲が高まるなど、地

域福祉に対する意識や関心も高くなっています。 

このような意識の高まりを生かしながら、継続的な福祉啓発事業を推進し、地域福祉活

動を担う個人や団体・組織を地域の中で強化・充実することが求められています。 

 

取り組みの方向 

・市民が福祉について学んだり、話し合ったりする機会を充実します。 

・子どもからお年寄りまですべての市民を対象とした啓発活動を、身近な地域で展開しま

す。 

・福祉の概念の定着は子どもの頃から育てることが重要であるため、子どもを対象とした

福祉教育を充実します。 

 

活動目標 

子どもからお年寄りまですべての市民を対象とした啓発活動を展開します。 

 

 

推進項目 

１）福祉啓発活動の充実 

２）福祉教育の充実 

 

市民へのお願い 

地域福祉活動の情報に関心をもって、実践してみましょう。 
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■福祉教育事業参加者数（人） 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

福祉教育ｾﾐﾅｰ参加者数（人） 10 7 6 23 32

小中学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽｸｰﾙ（人） 21 15 29 12 16

 

■ボランティア養成講座事業参加者数（人） 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

手話奉仕員養成講座（入門編） 38 20 33 19 22

手話奉仕員養成講座（基礎編） 17 20 11 8 10

手話奉仕員養成（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ）講座 
H22 年度から実施 

21 18

手話奉仕員養成（ｽｷﾙｱｯﾌﾟ）講座 17 9

点訳奉仕員養成講座（初級編） 10 5 - 6 -

点訳奉仕員養成講座（中級編） 4 10 - 6 -

ﾕｰｽｱｸｼｮﾝ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（各年開催） - 6 - 11 -

朗読奉仕者養成講座 9 15 - - 10

福祉体験ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座 6 - - 6 5

精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座 - - - 17 19

お裁縫ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講習会 25 12 21 20 19

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門講座 - 6 11 - -

生活に活かせるｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ講座 - 24 ボランティア団体により実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 写真：ユースアクション・ボランティア 
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（２）情報提供の充実 

 

現状と課題 

太田市社会福祉協議会では、「社協だより」の発行を年 6回行っており、必要な時に最

新の情報が引き出せるようホームページの開設も行っています。 

インターネットが普及し、多くの情報が容易に、瞬時に入手できる高度情報化社会が進

展する一方で、信頼性などの情報の質が課題となっています。一方、こうした状況の中、

高齢者や障がいのある人などは、地域との関わりを介して情報を得る必要性もあります。 

 

取り組みの方向 

・正確で信頼できる情報提供の充実を図ります。 

・地域住民の生きた情報提供力を育てるための取り組みを推進します。 

・市民が必要としている情報を把握し、発信します。 

・障がいのある人等に配慮した情報提供を充実します。 

 

活動目標 

情報提供を充実し、地域の“自助の力”を強化します。 

 

 

推進項目 

１）社協だより、ホームページ等の充実 

２）情報収集のための組織体制の整備 

３）要援護者等支援マップづくりの推進 

 

市民へのお願い 

普段から福祉情報を積極的に入手し、利用するときに役立てましょう。また、地域に広

めましょう。 
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基本目標３  福祉人材の発掘・育成をしよう 

 

（１）地域福祉づくりの担い手の発掘・育成 

 

現状と課題 

ひとり暮らし高齢者や障がいのある人、子育て家庭など、地域には支援を必要としてい

る方が多くいることがうかがえ、今後も支援を必要とする人は増加し、その支援方法も多

様化することが予想されます。また、きめ細かな地域協働による福祉のまちづくりを推進

するためには、多くの福祉活動主体が必要であり、多様化する問題には地域福祉を推進す

る担い手の継続的な育成が必要となるとともに、地域住民相互の信頼できる関係づくりも

必要です。 

 

取り組みの方向 

・地域に潜在する幅広い福祉人材を発掘します。 

・いわゆる“団塊の世代”など、これまでの知識や経験等を積極的に生かした担い手を育

成します。 

・地域福祉活動の実践者や社会福祉施設従事者、専門的な知識や技術を有する人材を発掘

し、地域福祉推進のリーダーとして支援します。 

・継続的な地域福祉環境を構築するために、関係機関・団体、行政等と協働し、子ども、

働き盛り世代を中心とした福祉啓発を充実します。 

 

活動目標 

“団塊の世代”に着目した福祉人材の発掘・育成を推進します。 

 

 

推進項目 

１）知識や経験豊富な人の発掘と福祉活動への参加を促進 

２）地域市民・地区社会福祉協議会との連携と協働の強化 

 

市民へのお願い 

地域で活躍する場はたくさんあります。地域の関係団体や社会福祉協議会に相談するな

ど、具体的な活動内容を模索し、実践しましょう。 
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基本目標４  安心して必要な福祉サービスが受けられる仕組みをつくろう 

 
（１）日常生活支援の推進 

 

現状と課題 

市民の誰もが地域において、生きがいをもって豊かな生活を送り続けるためには、必要

なときにいつでも支援が受けられる体制が整っていることが一つとして挙げられます。 

福祉サービスの提供は、行政をはじめ、社会福祉法人、NPO 法人、農協、生協、民間

企業、医療法人などの多くの実施機関により行われており、利用者が効率よく利用するた

めには、実施機関や関係機関・団体の連携及び協働の強化によるサービス提供体制の充実

が求められています。 

 

取り組みの方向 

・地区社会福祉協議会や民生児童委員に対して、市民とのパイプ役としての協力を求め、

在宅での生活を支援します。 

・太田市社会福祉協議会で実施している「福祉サービス事業」を充実します。 

・実施機関や関係機関・団体、行政との連携を強化し、地域に必要なインフォーマルサー

ビスの創出を検討します。 

 

活動目標 

きめ細かな相談、情報提供、生活支援を展開し、住み慣れた地域で生活できるよう支

援します。 

 

 

推進項目 

１）日常生活支援の充実 

２）福祉サービスの情報提供の充実 

３）民生児童委員等、関係機関・団体との協働の強化 

 

市民へのお願い 

サービスの内容を理解し、生きがいある豊かな生活のために積極的に利用しましょう。 
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■日常生活自立支援事業相談件数                    （単位：件） 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

認知症高齢者 491 291 256 242 396

知的障がい者 134 150 189 262 258

精神障がい者 221 275 678 677 699

その他 29 26 22 11 5

合計 875 742 1,145 1,192 1,358

 

■在宅ねたきり老人等出張理容サービス事業利用者数           （単位：件） 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

 146 161 169 181 174

 

■ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

利用者数（人） 1,350 1,218 1,075 1,174 1,303

給食数（食） 10,551 9,869 9,008 10,443 11,485

 

 

（２）関係機関・団体との連携強化 

 

現状と課題 

太田市社会福祉協議会では、地域の様々な機関と連携し、市民の福祉ニーズにきめ細や

かに対応するため、具体的かつ的確な福祉サービスの充実に努めてきました。 

今後も、増大・多様化が予想される福祉ニーズにきめ細やかに対応するため、多様な機

関・団体と連携・協働し、より効果的な活動を推進します。 

 

取り組みの方向 

・市民に身近な存在である区長会、民生児童委員協議会、ボランティア団体との連携と協

働を基本とした事業を推進します。 

・多様な機関・団体の交流を図るための場づくりを推進します。 

 

活動目標 

多様な機関・団体と連携・協働し、サービスの利便性の向上に取り組みます。 
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推進項目 

１）関係機関・団体との連携と協働の強化 

２）地区社会福祉協議会との連携強化 

３）地域における機関・団体の交流促進 

 

市民へのお願い 

地域の福祉ニーズの集約のために、地域の関係機関や団体等の活動に協力しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真：福祉体験学習 
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基本目標５  地域における福祉力を高めよう 

 
（１）地域交流の促進 

 

現状と課題 

年齢や障がいの有無に関わりなく、誰もが自分らしくいきいきと暮らし続けるためには、

健康であり続けるとともに、生きがいをもち、積極的な社会参加を促進することが必要で

す。また、身近な社会参加としての近所付き合いを積極的に行い、子どもからお年寄りま

で地域社会の一員であることの大切さを認識することも大切です。こうした、身近な近所

付き合いから積極的な社会参加まで幅の広い地域交流を促進し、地域を活性化することが

求められています。 

 

取り組みの方向 

・子育てサロンやふれあい・いきいきサロン等の交流事業を充実します。 

・児童たちの遊びや交流を通じた健全育成を推進します。 

・ふれあいの場や機会を充実し、ひとり暮らし高齢者や障がいのある人、子育て家庭等の

孤立防止を図ります。 

・誰もが気軽に参加しやすい交流活動を推進します。 

 

活動目標 

誰もが気軽に交流できる、ふれあいの場づくりを推進します。 

 

 

推進項目 

１）各種サロン活動の推進 

２）ふれあいの場の充実 

３）地域における児童健全育成の推進 

 

市民へのお願い 

隣近所に声をかけ、積極的にサロン活動に参加しましょう。 
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■ふれあい・いきいきサロン 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

設置数（ヶ所） 155 159 166 175 175

開催回数（回） 522 529 546 579 593

 

■子育てサロン 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

設置数（ヶ所） 9 12 13 13 13

開催回数（回） 80 108 110 120 119

 

■障がい者サロン 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

設置数（ヶ所） 2 2 2 2 2

開催回数（回） 20 20 20 20 20
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（２）地域支え合い活動の推進 

 

現状と課題 

太田市社会福祉協議会では、住民支え合いネットワーク事業として、区長、民生児童委

員、地域の代表者等の協力により、要援護者に対する日常の見守りや災害時の安否確認及

び避難支援などを地域住民が主体的に行えるように「要援護者等支援マップづくり」を推

進し、要援護者等、救急時や災害時に救急隊や警察から敏速な対応が必要な方に対しては、

「安心カードの設置」を実施しています。 

ひとり暮らし高齢者や障がいのある人、子育て家庭など、災害時はもとより、普段の生

活の中で見守り等の支援が必要な人は増加し、身近な地域での支え合いの仕組みづくりが

重要になっています。また、近年では、認知症高齢者の増加、高齢者の所在不明問題や孤

立死、虐待や DV などの新たな社会問題も深刻化しており、地域社会全体での見守り活動

が必要になっています。 

 

取り組みの方向 

・一人ひとりの市民、区長会、民生児童委員協議会、関係機関・団体、行政等、地域全体

の協働による見守り体制の整備、支え合いづくりを推進します。 

 

活動目標 

身近な地域での助け合い・支え合いを基本とした活動を活性化します。 

 

 

推進項目 

１）地域の支え合い活動の推進 

２）地域の見守り活動の推進 

３）要援護者等支援マップづくりの推進 

４）安心カードの設置 

５）住民参加型在宅福祉サービスの展開 

 

市民へのお願い 

あいさつ運動を活性化し、隣近所など身近な地域での絆づくりに努めましょう。 
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 ●住民支え合いネットワーク事業 

 

住民支え合いネットワーク事業とは、要援護者や高齢者、障がい者などの日常的な支

援が必要な人に対して、地域で見守り、支えるための体制を構築する事業です。 

 

①要援護者等支援マップづくり 

要援護者等支援マップは、区長や民生児童委員、地域の代表者が中心となって、地

域の現状と課題を把握し、要援護者や支援者、地域資源、避難所などを地図上に書き、

日常の見守りや災害時の安否確認及び避難支援の体制確保に活用するものです。 

 

【第１期計画期間中の進捗状況】 

H22年度：九合地区 

H23年度：太田地区、韮川地区、新田地区 

H24年度：休泊地区、宝泉地区、藪塚地区 

 

②安心カードの配布 

安心カードは、要援護者等が、救急時や災害時において、救急隊や警察から迅速な

対応が受けられるよう、必要な個人情報を記入したカードを設置するものです。 

 

【第１期計画期間中の進捗状況】 

H22年度：九合地区 

H23年度：太田地区、韮川地区、新田地区 

H24年度：市全域設置完了 

 

要援護者等支援マップ（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険箇所
水があふれる

○○宅

要援護者宅

△△宅

□□宅

区　長

医　師

消火栓

防火水槽

地区指定
避難場所

市指定
広域避難場所

支援

支援

危険箇所
土砂崩落
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（３）ボランティア活動の充実 

 

現状と課題 

太田市社会福祉協議会では、ボランティアセンターを開設し、ボランティアの総合的な

窓口として、地域ニーズの把握・斡旋、情報提供、育成支援などを実施し、地域の「福祉

力」の向上を目指し活動しています。また、ボランティア活動は、地区社会福祉協議会や

関係団体が中心となり、積極的な活動が展開されています。 

しかしながら、日常の支援に対するニーズは、家事援助や安否確認の声かけなど多様化

しており、身近な地域で提供される必要のあるサービスなど、従来の行政サービスや市民

活動だけでは、きめ細かな対応が難しくなっています。 

 

取り組みの方向 

・ボランティア相談機能の充実を図り、ボランティアセンターの機能を強化します。 

・誰もが気軽にボランティア活動に参加できる環境を整備します。 

・福祉ニーズに合ったボランティア養成講座を充実します。 

・専門性を高めたボランティア活動を充実します。 

 

活動目標 

ボランティアセンター機能の強化を推進します。 

 

 

推進項目 

１）ボランティアセンター機能の強化 

２）ボランティア活動の支援の強化 

３）ボランティア講座・研修の充実 

 

市民へのお願い 

自分の持つ知識や技術が、ボランティア活動に生かせないか考え、実践しましょう。 
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基本目標６  地域福祉を推進するための基盤強化 

 
（１）社会福祉協議会の活動強化 

 

現状と課題 

地域福祉活動を効果的かつ効率的に展開するためには、地域福祉活動の中核的な役割を

担う社会福祉協議会の組織運営の強化や各部門における事業をより充実させることが必要

です。また、社会福祉協議会の認知度を上げ、市民に理解と協力を求めるためにも、必要

な創造性、先駆性、柔軟性、即応性を発揮できる職員の資質向上や積極的な情報公開など

に努めることが必要です。 

 

取り組みの方向 

・市民に開かれた「社会福祉協議会づくり」を推進します。 

・太田市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、関係団体等の役割を明確にし、ネットワ

ークの強化を図ります。 

・地域の情報を収集するためのシステムを確立するとともに、活動計画の評価分析を行い、

地域の実情に即した事業展開を図ります。 

・職員の資質向上を図ります。 

 

活動目標 

社会福祉協議会の高い公共性を維持し、多様な団体とのネットワークや創造性、先駆

性、即応性を発揮しながら、地域福祉の拠点となる組織を目指します。 

 

 

推進項目 

１）財源の確保と施設経営の安定化 

２）地域福祉活動計画の推進と評価 

 

市民へのお願い 

太田市社会福祉協議会とともに、地域福祉活動の充実したまちづくりを目指しましょう。 
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第２章 年次活動計画 

 

基本目標１ 気軽に相談できる仕組みをつくろう 

 
（１）相談体制の整備・充実 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

ことわらない相談体制

づくり 

福祉に関する相談はなんでも受けるシステムづく

りを行う。 

     

無料法律相談 日常の市民生活のなかでおこるあらゆる法律問題

について、専門的な立場から相談に応じるため、

弁護士による無料相談を実施する。 

     

心配ごと相談 市民の日常生活上のあらゆる悩みの相談に応じ、

問題が解決されるよう適切な助言や援助を行う。

     

専門相談 介護・健康・子育て・教育について専門の相談を

行う。 

     

 
（２）苦情解決体制の充実 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

関係機関との連携 福祉サービス運営適正化委員会や関係機関・団体

と連携を図り、苦情を適切に解決する。 

     

苦情解決体制の充実 苦情への対応が単なる苦情解決ではなく、システ

ムに即して、社会福祉協議会全体で苦情解決を行

い、全職員が共通の認識を持って解決するための

体制を充実させる。 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

継続・実施

事業見直し

内容検討

継続・実施

継続・実施

継続・実施
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基本目標２ わかりやすい福祉情報を提供しよう 

 
（１）福祉啓発事業の推進 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

福祉啓発イベントの充

実 

社会福祉大会、福祉教育、体験学習等の実施によ

り、地域の福祉意識の向上を図るとともに福祉啓

発を行う。 

     

ボランティア講座、福

祉教育での啓発 

ボランティアセンター事業等で実施する各種養成

講座や福祉教育を通じ、地域の福祉意識の向上を

図るとともに福祉啓発を行う。 

     

 
（２）情報提供の充実 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

社協だよりの発行 広報おおたへ年 6 回掲載。社会福祉協議会事業等

の情報掲載。 

 

 

    

ホームページの公開 社会福祉協議会事業紹介や最新情報を随時掲載。  

 

    

ボランティアに関する

情報提供 

「ボラ募」「ぼらびと」発行し、ボランティアに関

する情報等を周知する。 

     

社協ガイドブックの作

成 

太田市社会福祉協議会で実施している事業につい

ての、内容や実施方法などを記載したガイドブッ

クの作成を行う。 

     

 

基本目標３ 福祉人材の発掘・育成をしよう 

 

（１）地域福祉づくりの担い手の発掘・育成 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

地域福祉づくりの担い

手の発掘・育成 

専門知識や経験を有する団塊の世代を発掘し、活

躍できるよう支援する。地域に潜在する幅広い福

祉人材を育成し、必要とされている担い手を育て

る。 

     

福祉教育セミナー 市内の小中高に勤務する教員に対して、子どもに

何を伝え、何を感じてもらうべきかを、教える立

場の教員に感じてもらうために、各種講義や体験

学習を実施する。 

     

 

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

内容検討

継続・実施

継続・実施

継続・実施

実施
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基本目標４ 安心して必要な福祉サービスが受けられる仕組みをつくろう 

 

（１）日常生活支援の推進 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

日常生活自立支援事業 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など

判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービス

の利用援助、日常的金銭管理、書類預かり等を行

う。 

     

介護用紙おむつ給付事

業 

紙おむつを必要とする在宅寝たきり高齢者、認知

症高齢者に対し、おむつを給付する。 

     

ひとり暮らし高齢者等

給食サービス事業 

調理が十分にできないひとり暮らし高齢者等に対

し、バランスのとれた食事を定期的に訪問配食す

ることにより、配食時の安否確認、健康状態の異

常等の早期発見並びに孤立感の解消を図る。 

     

高齢者地域福祉自立支

援事業 

家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等に対

し、各種サービスを提供し、社会的孤立感を解消

し、健康で自立した生活が送れるよう支援する。

     

在宅ねたきり老人等出

張理容サービス事業 

在宅介護度 3 以上の高齢者に対し、理・美容師が

訪問し、散髪サービスを受けることにより、快適

な生活の維持向上を図る。 

     

小口生活資金貸付事業 市内に 6 ヶ月以上在住し、生活費、医療費等一時

的に生活が困難な低所得世帯に対して資金の貸付

を行う。 

     

生活福祉資金貸付事業 生活に不安を抱えた低所得、障がい者及び高齢者

世帯に資金の貸付と必要な相談支援を行うことに

より、経済的自立や生活意欲の向上を図る。 

     

緊急援護事業 やむを得ない事情により、食料に困っている人に

対して最低限の食料援護を行う。 

     

車いす貸出事業 在宅で車いすを使用したい高齢者・障がい者へ貸

し出す。 

     

福祉自動車貸出事業 介護を必要とする高齢者・障がい者等へ車いすの

まま乗れるリフト付自動車を貸し出す。 

     

コミュニケーション支

援事業 

聴覚障がい者とその他の者との社会生活上の意思

疎通を円滑にするため、手話通訳者を派遣し、意

思伝達の手段を確保する。 

     

傾聴ボランティア派遣

事業 

傾聴ボランティアを自宅等に派遣し、高齢者等の

心身の健康維持や孤独感の解消を図る。 

     

成年後見制度と連携

継続・実施

継続・実施

内容検討

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

内容検討

実施

継続・実施
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（２）関係機関・団体との連携強化 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

関係団体との連携 地域福祉推進のため、区長会、民生児童委員協議

会、地域のボランティア団体、ＮＰＯ法人、遺族

会、社会福祉施設連絡協議会等と情報を共有し、

効率的に支援ができるように連携を図る。 

     

地区社会福祉協議会と

の連携 

地域住民による自主的な福祉活動を推進している

地区社会福祉協議会との連携を図る。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続・実施

継続・実施

写真：小中学生ボランティアスクール 
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基本目標５ 地域における福祉力を高めよう 

 
（１）地域交流の促進 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

ふれあい・いきいきサ

ロン事業 

地域を拠点に、お年寄りと協働で企画し、内容を

決め、共に運営していく楽しい仲間づくり活動を

推進する。 

     

子育てサロン事業 地域を拠点に、子育て中の親子などと、地域住民

も一緒になり、子育ての楽しみを感じ、悩みを解

消し、子育て仲間づくりを行う場として推進する。

     

障がい者サロン事業 地域を拠点に、障がい者やその家族と協働で企画

をし、内容を決め、共に運営していく楽しい仲間

づくり活動を推進する。 

     

サロン事例発表会 内容の充実など、各種サロンの活性化を目的に、

サロン活動の先進事例を発表する場を設ける。各

年実施の検討を行う。 

     

児童館の経営 

（9箇所） 

児童に健全な遊びを与え、集団的または個別的に

指導し、遊具を利用して体力増進を図るなど健康

増進に資するとともに情緒豊かな児童の育成を図

る。 

     

放課後児童クラブの経

営 

小学校の概ね 1 年生から 3 年生までの児童で放課

後に家庭が常時留守となっている児童を対象に、

適切な遊びと生活の場を提供することにより、放

課後児童の健全育成を図る。 

     

福祉ふれあいスポーツ

大会（ふれあい部門） 

障がいのある人やお年寄り、子どもたちが自由に

参加し、交流を深められるよう、市との共催によ

り実施する。 

     

社会福祉大会事業 社会福祉の功労者、善行者を顕彰するとともに、

社会福祉活動の推進を図る。 

     

新田福祉総合センター 子どもからお年寄りまで気軽に利用できる、天然

温泉を利用した風呂棟と福祉施策の拠点となる福

祉棟からなる複合施設「新田福祉総合センター」

を運営する。 

     

尾島健康福祉増進セン

ター 

子どもからお年寄り、障がいのある人までが気軽

に利用できる、各種の温泉風呂や福祉浴、歩行浴

プール、会議や懇親会等ができる部屋など多くの

施設を備えた「尾島温泉利根の湯」を運営する。

     

支援・協力

継続・実施

支援・協力

継続・実施

支援・協力

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

開催 開催

継続・実施
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（２）地域支え合い活動の推進 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

要援護者等支援マップ

づくり 

要援護者に対する日常の見守りや災害時の安否確

認及び避難支援など、公的対応が十分に行き届か

ない支援を地域住民が主体的に行えるよう要援護

者等支援マップづくりを行う。 

     

安心カード設置 かかりつけ医や今かかっている病気、常用してい

る薬などの情報を専用の容器に入れ、自宅冷蔵庫

に保管し万一の救急時に備える。 

     

友愛訪問事業 社会生活を営むことが困難なひとり暮らし高齢者

を定期的に訪問し、安否確認・激励・相談相手な

ど福祉活動を展開する。 

     

住民参加型在宅福祉 

サービス 

地域住民の登録制有償型在宅サービス。高齢者等

の日常生活における不自由に対して、地域住民が

サービスを提供する。ただし、家事援助に限定し

たものとする。 

     

 
（３）ボランティア活動の充実 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

ボランティアセンター

運営 

ボランティアに関する相談、登録・紹介、啓発、

情報提供及びボランティア団体への支援、ボラン

ティア活動保険の受付業務を行う。 

     

小中学生ボランティア

スクール 

小学校 4 年生から中学校 3 年生までを対象に、社

会福祉に対する認識を深めるための各種講座や体

験学習を実施する。 

     

手話奉仕員養成講座 

（入門・基礎・ｽｷﾙｱｯﾌﾟ 

・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ） 

高校生以上を対象に、手話についての基礎知識及

び技術を教授する。 

     

朗読奉仕者養成講座 朗読技術の指導を行い、その後も奉仕者として活

動してくれる人材を養成する（2年に 1度の実施と

する）。 

     

福祉体験サポーター養

成講座 

福祉体験学習を行う際の見守りや指導補助をする

ボランティアを養成する。 

     

精神保健福祉ボランテ

ィア養成講座 

精神障がい者への理解を深め、接し方などを学習

する。 

     

お裁縫ボランティア講

習会 

お裁縫技術を生かし、ボランティア活動に役立て

ることを目的に講習会を実施する。 

     

 

継続・実施

継続・実施

内容検討

継続・実施 研修会実施

調査

モデル地区
選定

実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

実施 実施 実施

継続・実施
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（３）ボランティア活動の充実（つづき） 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

点訳奉仕者養成講座

（初級・中級） 

点訳技術を指導するとともに、継続して奉仕者と

して活動してくれる人材を養成する。２年に１度

の実施とする。 

     

ユースアクションボラ

ンティア 

社会福祉施設において２泊３日のボランティア活

動をし、その後の社会福祉活動への参加を図る。

     

福祉教育サポートシス

テム 

総合学習等の時間に福祉教育を取り入れて頂くた

めに学校にボランティア団体などを派遣する事業

     

傾聴ボランティア養成

講座 

傾聴ボランティア派遣事業を円滑に実施するため

に担い手を養成する。２７年度までは２年に１度

の実施とする。 

     

 

基本目標６ 地域福祉を推進するための基盤強化 

 
（１）社会福祉協議会の活動強化 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

共同募金事業 市民の自主的なたすけあい精神を基調とした社会

連帯、相互扶助精神に基づいた地域住民の自主活

動として、毎年 10 月から 12 月にかけて「赤い羽

根共同募金運動」を実施する。 

     

歳末たすけあい募金事

業 

共同募金運動の一環として、地域住民や各関係機

関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、

支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らす

ことができるよう、住民の参加や理解を得て、様々

な福祉活動を行う。 

     

会員会費 社会福祉協議会活動を支える自主財源である会費

（一般会費・賛助会費）について趣旨に賛同いた

だき会員の拡大を図る。 

     

善意銀行 善意による寄付の受け入れをし、社会福祉向上の

ため効果的に活用する。 

     

各種収益事業 自動販売機の設置や賃貸事業などの各種収益事業

で財源の確保を図る。 

     

福祉ショップスワンベ

ーカリー太田店 

障がいのある人もない人も共に働き、共に生きて

いく社会の実現を目指し、「福祉ショップスワンベ

ーカリー」を経営する。 

     

実施 実施

継続・実施

実施 実施

事業見直し

継続・実施

協力呼びかけ

継続・実施

協力呼びかけ

継続・実施

協力呼びかけ

協力への意識普及

継続・実施

継続・実施

継続・実施

内容検討

実施
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（１）社会福祉協議会の活動強化（つづき） 

事業 事業内容 25 26 27 28 29 

高齢者無料職業紹介事

業 

地域の定年退職者等の生きがい対策として、その

希望と能力に応じた職業を斡旋し、高齢者の知識

と経験が社会の役に立つことによって、老後の生

活の安定等を図る。 

     

福祉人材バンク事業 地域福祉の潜在マンパワーの登録を行い、社会福

祉施設等の事業所に斡旋等を行う。 

     

福祉・介護人材マッチ

ング機能強化事業 

福祉・介護分野での質の高い人材を確保するため、

個々の求職者にふさわしい職場を開拓するととも

に、働きやすい職場づくりに向けた指導・助言を

行い、円滑な就労・定着を支援する。 

     

屋内ゲートボール場

（すぱーく太田）の管

理運営 

高齢者の生きがいづくり、コミュニティ育成、生

涯スポーツの振興を目的に、屋内ゲートボール場

「すぱーく太田」を管理運営する。 

     

職員研修 職員研修の実施によってさらなる資質の向上を図

る。 

     

地域福祉活動計画推進

委員会（仮称）の設置 

計画の進捗状況や評価等を行うとともに、地域住

民との相互の連携を強化するために、推進委員会

を設置する。 

     

福祉アンケート 市民の生活課題や福祉ニーズを把握するため、イ

ベント開催時や福祉施設・児童館等の各所におい

てアンケート調査を実施する。 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

継続・実施

継続・実施

継続・実施

ニーズ把握

継続・実施

継続・実施

継続・実施

写真：福祉教育セミナー 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各 論 Ⅲ 
地域福祉活動計画・地域福祉活動計画 

計画の推進 
Ota City and Ota City Council of Social Welfare 
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第１章 計画の推進 

 

１ 市民すべてが一体となった、連携・協働による推進 

地域福祉計画・地域福祉活動計画は互いに連携し、様々な地域の課題に対処するために、

行政だけでなく、市民や様々な地域活動団体・関係機関が協働でつくる、福祉のまちづくり

を進めていくための計画です。 

このため、計画の推進主体は、市民や保健福祉サービス提供事業所、地域で活動を展開し

ている民生児童委員、行政区、社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、企業・地域のお店、

行政など、市で暮らすすべての市民であり、行政では、これらの推進主体の連携を強化し、

地域で展開される福祉活動が円滑に行われるよう支援を強化します。 

 

 

地域福祉の推進
連携・協働の推進

市　民

・隣近所との温かな絆を深める。
・地域社会の一員であることを自覚し、地域
　福祉に対する意識を高める。
・地域福祉活動の担い手として積極的に社会
　活動に参加する。

行　政

・市民や関係機関・団体、社会福祉協議会等と
　連携し、地域に根ざした施策の展開を図る。
・多様化するニーズに的確に対応し、きめ細か
　なサービスを総合的に提供する。
・地域福祉活動への市民参加の機会を拡充する。

サービス提供事業者

・利用者の自立支援を基本とし、サービスの
　質の確保、利用者保護、事業内容の情報提
　供、事業者間の連携の強化に努める。

社会福祉協議会
民生児童委員

関係機関・団体等

・地域福祉活動の中心的な担い手として、積
　極的に地域に出向き、地域のコーディネー
　ト役として努める。
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２ 各計画の推進及び評価 

（１）計画の公表 

地域福祉を推進するためには、両計画が目指す地域福祉の方向性や各種の施策・取組み

について、市民や関係機関・団体、事業所、行政等、計画に関係するすべての人が共通の

理解をもつことが重要です。 

このため、市及び社会福祉協議会の広報紙やホームページ等を通じ、この計画を公表し、

市及び社会福祉協議会が目指す地域福祉について市民等に幅広く周知します。 

 

（２）計画の進捗及び評価 

この計画は、市民や住民組織、関係機関・団体、行政等の協働により推進されるもので

あり、地域福祉に関する施策の進捗状況やその評価を行う際は、市民を含めた進捗管理を

行う必要があります。 

このため、市においては、「太田市地域福祉計画推進委員会（仮称）」を設置し、関係各

課による部門別計画の進捗状況や相互の連携により、この計画の評価・点検を行い、太田

市社会福祉協議会においては、「太田市社会福祉協議会地域福祉活動計画推進委員会（仮

称）」を設置し、市及び社会福祉協議会の各委員会が連携するとともに市民等の意見を広く

聴取し、効果的な計画の進行管理を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料編 
地域福祉活動計画・地域福祉活動計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料編 

89 

１ 策定の経過 

 
実 施 日 会 議・その他 概  要 

平成24年 

9月 14日 

事務局会議 ・第２次太田市地域福祉計画・太田市

地域福祉活動計画の策定方針につい

て 

・今後の予定 

平成 24年 

12月 

太田市地域福祉計画策定に関す

る市民意識調査 

・アンケート調査を実施 

平成 25年 

1 月 16日 

第１回太田市地域福祉計画・太

田市地域福祉活動計画検討チー

ム会議 

・第２次太田市地域福祉計画・太田市

地域福祉活動計画についての概要説

明 

・今後の予定 

平成 25年 

1 月 29日 

第１回太田市地域福祉計画・太

田市地域福祉活動計画策定委員

会 

・委嘱状交付 

・役員選出 

・経過について 

・第２次太田市地域福祉計画・太田市

地域福祉活動計画の概要について 

・今後の予定 

平成 25年 

2 月 5日 

第２回太田市地域福祉計画・太

田市地域福祉活動計画検討チー

ム会議 

・第２次太田市地域福祉計画・太田市

地域福祉活動計画素案の検討 

・今後の予定 

平成 25年 

2 月 15日 

第３回太田市地域福祉計画・太

田市地域福祉活動計画検討チー

ム会議 

・第２次太田市地域福祉計画・太田市

地域福祉活動計画素案の修正等につ

いて 

・今後の予定 

平成 25年 

3 月 6日 

第４回太田市地域福祉計画・太

田市地域福祉活動計画検討チー

ム会議 

・第２次太田市地域福祉計画・太田市

地域福祉活動計画素案の修正等につ

いて 

平成 25年 

3 月 19日 

第２回太田市地域福祉計画・太

田市地域福祉活動計画策定委員

会 

・第２次太田市地域福祉計画・太田市

地域福祉活動計画素案の意見公募実

施について 

・第２次太田市地域福祉計画・太田市

地域福祉活動計画素案の確認につい

て 
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２ 太田市地域福祉計画・太田市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第 1 条 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条の規定に基づく太田市地域福祉

計画及び社会福祉協議会の地域福祉活動計画（以下「計画」という。）を策定するため、

太田市地域福祉計画・太田市地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 

（所管事項） 

第２条 委員会の所管事項は、次に掲げるものとする。 

（１）計画の策定に関すること。 

（２）その他総合的な地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。 

２  委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）市民 

（２）社会福祉に関する団体の代表者 

（３）その他市長が適当と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、計画策定完了までとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名をおき、委員の互選により定める。 

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第 6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２  委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３  委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４  委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことが出

来る。 
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（部会） 

第７条 委員会に次の部会を置き、委員会の委員をもって構成することができる。 

（１）福祉サービス利用促進検討部会 

（２）社会福祉事業発達検討部会 

（３）地域福祉活動促進検討部会 

２  部会に属すべき委員は、行政職員を除き、委員長が指名する。 

３  部会に部会長及び副部会長を１名置き、部会長は部会に属する委員の互選により定め、

副部会長は部会長の指名による。 

４  部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。部会長不在の場合は副部会

長が代理する。 

 

（地域福祉計画検討チーム） 

第８条 委員会の策定作業の円滑な推進を図るため、地域福祉計画検討チーム（以下「検討

チーム」という。）を置く。 

２ 検討チームのメンバー（以下「チームメンバー」という。）は、市職員及び市社会福祉協

議会の職員をもって組織する。 

３ 検討チームのチームリーダーは福祉こども部副部長とし、サブリーダーは社会福祉協議

会常務理事とする。 

４ チームメンバー（チームリーダー、サブリーダーを除く。）は、前条に定める部会に属す

るものとし、所属部会はチームリーダーが指名する。 

５ チームメンバーは、チームリーダーの指示により所属する部会の事務処理、情報提供等

を職務とする。 

６ 検討チームは、チームリーダーが招集し、チームリーダーがその議長となる。 

 

（事務局） 

第９条 委員会の事務局は福祉こども部及び社会福祉協議会内に置く。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

（召集の特例） 

２ 第６条の規定にかかわらず、この要綱の施行後最初に招集される委員会は、市長が招集

する。 
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３ 太田市地域福祉計画・太田市地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 

 

任期：平成２４年度

№ 役　職 氏　　　名 所　属　団　体　名

1 委員長 相澤　邦衛 太田市社会福祉協議会会長

2 副委員長 志村　　仁 太田市区長会会長

3 副委員長 塚田　政雄 太田市民生児童委員協議会会長

4 委員 十河　錦二 太田市ボランティア連合会会長

5 委員 茂木　幸江 太田市社会福祉施設連絡協議会会長

6 委員 若林　照久 太田市保育園連絡協議会会長

7 委員 増田　英雄 太田市身体障害者団体連絡協議会会長

8 委員 遠坂　軍造 太田市老人クラブ連合会会長

9 委員 浅海　　勝 東部保健福祉事務所企画福祉課長

10 委員 大澤　久男 太田市福祉こども部長
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４ 太田市地域福祉計画・太田市地域福祉活動計画検討チーム名簿 

 

№ 役　　職 氏　　名 所　　属

1 リーダー 長澤　正史 福祉こども部副部長

2 サブリーダー 大隅　武則 社会福祉協議会常務理事

3 後藤　昭男 福祉こども部社会支援課長

4 糸井　雅之 福祉こども部社会支援課課長補佐

5 鈴木　宏和 福祉こども部障がい福祉課長

6 八田　　守 福祉こども部福祉事業課長

7 内田　　実 福祉こども部元気おとしより課長

8 大隅　佳憲 福祉こども部こども課長

9 塚田　清美 福祉こども部児童施設課長

10 加藤　　孝 健康医療部介護サービス課長

11 田村　通明 健康医療部地域包括支援課長

12 川口　光廣 社会福祉協議会事務局長

13 小林　正和

事務局

事務局長 長澤　正史 福祉こども部副部長

事務局次長 大隅　武則 社会福祉協議会常務理事

事務局員 後藤　昭男 福祉こども部社会支援課長

事務局員 川口　光廣 社会福祉協議会事務局長

事務局員 糸井　雅之 福祉こども部社会支援課課長補佐

事務局員 小林　正和

メンバー

社会福祉協議会地域福祉・ボランティアグループリーダー

社会福祉協議会地域福祉・ボランティアグループリーダー  
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